
戸建住宅地

大規模一般住宅を中
心とする眺望のある
閑静な住宅地域

23

②標準的使用ｍ東 ｍ、西 ｍ、南 ｍ、北80 70 70 60 戸建住宅地

-

１低専(40,100)
風致地区

西宮市の住宅地は、総じて需要が堅調で、上昇傾向にある。一方、
北部郊外の住宅地では供給過剰による下落傾向が継続している。

閑静な山手の大規模邸宅街であるが、周辺で宅地の細分化が進ん
でいる。

個別的要因に変動はない。

　近隣地域は低層の大規模邸宅を中心とした住宅地域であり、自用目的の取引が中心で収益性よりも居住の快適性が選好さ
れること、貸家等の賃貸借利用はほぼ皆無であり、公法規制から見ても経済的に賃貸事業が成り立つ地域でないため、収益
還元法の適用を断念した。従って、実証的な比準価格を標準に、指定基準地等との検討を踏まえて、鑑定評価額を上記の通
り決定した。

［

［

住宅
ＲＣ２

　大規模邸宅を中心とした住宅地域であり、画地の細分化も見られるが、地域要因に大きな変化はなく当面は現況通り推移
するものと思料される。地価動向は根強い需要が認められ、上昇傾向で推移するものと予測する。

③標準的画地の形状等

⑤周辺の土地の利用の
状況

④敷地の利用の現況

[地域要因]

[個別的要因]

[一般的要因]

価
格
形
成
要
因
の

変
動
状
況

ら
の
検
討

②変動率

前年標準価格 181,000円／㎡

公示価格 円／㎡

標準地番号 -

新規

代表標準地 標準地

公
示
価
格
を

規
準
と
し
た

価
格

183,000

⑥対象基準地
  の規準価格

(円／㎡)

①

標準地番号

西宮 59

代表標準地 標準地 地
域
要
因

街路

交通

環境

行政

その他

-7.0

-3.0

-3.0

0.0

0.0

標
準
化
補
正

街路

交通

環境

画地

行政

その他

0.0

0.0

0.0

+1.0

0.0

0.0

⑦
内
訳

阪急苦楽園口駅
北西 1.3km

阪急苦楽園口
1.3km

(8)

北東12m市道､
北西側道

１低専
(40,100)

（その他）　　　　
風致地区

特にない 基準方位　北、　
１２ｍ市道

　要因の

　比較

　因の比

　較

水道　
ガス　
下水

③

間口　約

法令

規制

年地価調査）

(3)最有効使用の判定

(2)

⑦供給

(3)鑑定評価の条件 更地としての鑑定評価

２　鑑定評価額の決定の理由の要旨

(1)

基
準
地

①所在及び地番並びに

　「住居表示」等

③形状

「苦楽園一番町８－３１」

②地積

（㎡）

1,179

( )

⑨法令上の規制等

1:1.5

⑥接面道路の状況

処理施

設状況

⑧主要な交通施設との

　接近の状況

近
隣
地
域

①範囲

④地域的特性

⑤地域要因の
　将来予測

25.0  ｍ、　奥行　約 40.0 ｍ、　規模 1,000  ㎡程度、　形状

特記

事項

街

路

交通

施設

(5)鑑定評価の手法
   の適用

取引事例比較法

収益還元法

原価法

比準価格

収益価格

積算価格

184,000 円／㎡

／   円／㎡

／   円／㎡

(4)対象基準地の

個別的要因

(7)試算価格の調整
   ・検証及び鑑定
   評価額の決定の
   理由

公示価格

156,000 円／㎡

②時 点 ③標準化 ④地域要 ⑤個別的

年間 半年間+1.7％ ％

87.5 ］

100.6［ ］ 103.0［ ］

101.0［ ］100

100

100

100

　修 正

別記様式第６ 鑑定評価書（平成 28 平成 28年 7月 6日　提出

宅地-1

西宮市苦楽園一番町３４番１

+3.0角地

　補正

長方形

指
定
基
準
地

か
ら
の
検
討

185,000

⑥対象基準地
  の比準価格

(円／㎡)

① 指定基準地番号

西宮（県） -

地
域
要
因

街路

交通

環境

行政

その他

-3.0

0.0

+16.0

0.0

0.0

標
準
化
補
正

街路

交通

環境

画地

行政

その他

0.0

0.0

0.0

+3.0

0.0

0.0

⑦
内
訳

(9)

　要因の

　比較

　因の比

　較

前年指定基準地の価格

207,000 円／㎡

②時 点 ③標準化 ④地域要 ⑤個別的

112.5 ］

100.5［ ］ 103.0［ ］

103.0［ ］100

100

100

100

　修 正 　補正

対
象
基
準
地
の
前

年
標
準
価
格
等
か

(10)

倍

[平成 28年 1月]

平成 28年 6月 20日 正常価格

平成 28年 7月 4日平成 28年 7月 1日

217,000,000鑑定評価額

(1)価格時点

(2)実地調査日

円 184,000 円／㎡１㎡当たりの価格

(4)鑑定評価日

(5)価格の種類
路線価又は倍率

150,000 円／㎡

１　基本的事項

(6)
路
線
価

倍率種別

(6)市場の特性 　同一需給圏は西宮市及び芦屋市の山手の住宅地である。大規模な邸宅が建ち並ぶ高級住宅地として名声が高い地域で、需
要者属性は阪神間の富裕層が中心である。昨今の経済政策の恩恵を享受できた需要者も多く、需要は堅調で地価は上昇して
いる。周辺では宅地の細分化も見受けられ、取引規模はまちまちであるが、邸宅地で１～２億円程度、細分化された場合の
分譲宅地で３～５千万円程度である。

継続
①-1対象基準地の検討

①-2基準地が共通地点（代表標準地等と同一地
点）である場合の検討

西宮（県） 1－

開発法 開発法による価格 ／   円／㎡

西宮（県） －

基準地番号 提出先

1 兵庫県

所属分科会名

兵庫第２分科会

業者名

印不動産鑑定士氏名

近畿総合不動産鑑定所

山本耕一



戸建住宅地

中規模一般住宅が整
然と並ぶ眺望のある
閑静な住宅地域

23

②標準的使用ｍ東 ｍ、西 ｍ、南 ｍ、北50 50 50 50 戸建住宅地

-

１低専(40,100)
風致地区

景気は、このところ一部に弱さも見られるが、緩やかな回復基調
が続いている。県内も同様な傾向にある。

最寄り駅からはやや離れているが、眺望等に優る地域であるため
需要は堅調で、地価は概ね横ばい傾向にある。

個別的要因に変動はない。

周辺には賃貸ハイツ等の収益物件は殆ど見られず、法令上の規制等により市場性のある共同住宅の想定が困難であり、また
経済合理的に戸建住宅の賃貸事業が成り立つ地域ではないため収益価格は試算しなかった。従って、標準地及び指定基準地
との検討を踏まえ、比準価格をもって鑑定評価額を上記の通り決定した。

［

［

住宅
Ｗ２

当該地域は戸建住宅を主とする住宅地域で、今後とも現状を維持するものと予測する。最寄り駅からやや離れているが、眺
望等に優るため需要は概ね堅調で、地価は横ばい傾向で推移していくものと予測する。

③標準的画地の形状等

⑤周辺の土地の利用の
状況

④敷地の利用の現況

[地域要因]

[個別的要因]

[一般的要因]

価
格
形
成
要
因
の

変
動
状
況

ら
の
検
討

②変動率

前年標準価格 126,000円／㎡

公示価格 円／㎡

標準地番号 -

新規

代表標準地 標準地

公
示
価
格
を

規
準
と
し
た

価
格

126,000

⑥対象基準地
  の規準価格

(円／㎡)

①

標準地番号

西宮 55

代表標準地 標準地 地
域
要
因

街路

交通

環境

行政

その他

0.0

-1.0

-26.0

0.0

0.0

標
準
化
補
正

街路

交通

環境

画地

行政

その他

0.0

0.0

0.0

+1.0

0.0

0.0

⑦
内
訳

阪急甲陽園駅
北西 2.6km

阪急甲陽園
2.6km

(8)

北西6m市道

１低専
(40,100)

（その他）　　　　
風致地区

土砂災害警戒区域

土砂災害警戒区域 基準方位北、　　
　６ｍ市道

　要因の

　比較

　因の比

　較

水道　
ガス　
下水

③

間口　約

法令

規制

年地価調査）

(3)最有効使用の判定

(2)

⑦供給

(3)鑑定評価の条件 更地としての鑑定評価

２　鑑定評価額の決定の理由の要旨

(1)

基
準
地

①所在及び地番並びに

　「住居表示」等

③形状

「柏堂西町７－１１」

②地積

（㎡）

342

( )

⑨法令上の規制等

1:1.2

⑥接面道路の状況

処理施

設状況

⑧主要な交通施設との

　接近の状況

近
隣
地
域

①範囲

④地域的特性

⑤地域要因の
　将来予測

17.0  ｍ、　奥行　約 20.0 ｍ、　規模 340  ㎡程度、　形状

特記

事項

街

路

交通

施設

(5)鑑定評価の手法
   の適用

取引事例比較法

収益還元法

原価法

比準価格

収益価格

積算価格

126,000 円／㎡

／   円／㎡

／   円／㎡

(4)対象基準地の

個別的要因

(7)試算価格の調整
   ・検証及び鑑定
   評価額の決定の
   理由

公示価格

93,000 円／㎡

②時 点 ③標準化 ④地域要 ⑤個別的

年間 半年間0 ％ ％

73.3 ］

100［ ］ 100［ ］

101.0［ ］100

100

100

100

　修 正

別記様式第６ 鑑定評価書（平成 28 平成 28年 7月 6日　提出

宅地-1

西宮市柏堂西町１番１２８

0.0方位

　補正

ほぼ長方形

指
定
基
準
地

か
ら
の
検
討

127,000

⑥対象基準地
  の比準価格

(円／㎡)

① 指定基準地番号

西宮（県） -

地
域
要
因

街路

交通

環境

行政

その他

0.0

+5.0

+52.0

0.0

0.0

標
準
化
補
正

街路

交通

環境

画地

行政

その他

0.0

0.0

0.0

+3.0

0.0

0.0

⑦
内
訳

(9)

　要因の

　比較

　因の比

　較

前年指定基準地の価格

207,000 円／㎡

②時 点 ③標準化 ④地域要 ⑤個別的

159.6 ］

100.5［ ］ 100［ ］

103.0［ ］100

100

100

100

　修 正 　補正

対
象
基
準
地
の
前

年
標
準
価
格
等
か

(10)

倍

[平成 28年 1月]

平成 28年 6月 29日 正常価格

平成 28年 7月 4日平成 28年 7月 1日

43,100,000鑑定評価額

(1)価格時点

(2)実地調査日

円 126,000 円／㎡１㎡当たりの価格

(4)鑑定評価日

(5)価格の種類
路線価又は倍率

100,000 円／㎡

１　基本的事項

(6)
路
線
価

倍率種別

(6)市場の特性 同一需給圏は阪急甲陽線沿線で、概ね西宮市の市街地北西部の住宅地域。需要者の中心は西宮市及び隣接市居住者であるが、
大阪方面等からの転入者も見られる。最寄り駅からやや離れているが、閑静な住環境にあり眺望にも優ることから、需要は
概ね堅調である。取引される価格帯は取引件数が少ない上、地域内での位置及び地勢を主とした画地条件等によりまちまち
であり、需要の中心となる価格帯は見いだせない状況である。

継続
①-1対象基準地の検討

①-2基準地が共通地点（代表標準地等と同一地
点）である場合の検討

西宮（県） 2－

開発法 開発法による価格 ／   円／㎡

西宮（県） －

基準地番号 提出先

2 兵庫県

所属分科会名

兵庫県第２分科会

業者名

印不動産鑑定士氏名

長谷川不動産鑑定事務所

長谷川一嘉



戸建住宅地

中規模一般住宅の多
い閑静な住宅地域

20

②標準的使用ｍ東 ｍ、西 ｍ、南 ｍ、北15 25 20 30 戸建住宅地

-

１低専(40,100)
風致地区

景気は、このところ一部に弱さも見られるが、緩やかな回復基調
が続いている。県内も同様な傾向にある。

市内でも選好性の高い熟成した住宅地の一つである。他エリアと
比較してもブランド力を有する。需要は堅調、地価は底堅い。

個別的要因に変動はない。

ファミリー向けのマンションを中心に周辺には共同住宅等の賃貸物件も見られるが、中規模一般住宅を主体とする住宅地域
であり、自己使用目的の取引が支配的で賃貸市場が形成されておらず、収益還元法の適用は断念した。従って、規範性の高
い比準価格を標準に、標準地等との検討も踏まえて鑑定評価額を上記の通り決定した。

［

［

住宅
ＬＳ２

中規模一般住宅の多い閑静な住宅地域であり、今後とも良好な居住環境を維持するものと予測する。周辺住宅地の取引は根
強く、地価水準は上昇傾向での推移が予測される。

③標準的画地の形状等

⑤周辺の土地の利用の
状況

④敷地の利用の現況

[地域要因]

[個別的要因]

[一般的要因]

価
格
形
成
要
因
の

変
動
状
況

ら
の
検
討

②変動率

前年標準価格 256,000円／㎡

公示価格 円／㎡

標準地番号 -

新規

代表標準地 標準地

公
示
価
格
を

規
準
と
し
た

価
格

264,000

⑥対象基準地
  の規準価格

(円／㎡)

①

標準地番号

西宮 68

代表標準地 標準地 地
域
要
因

街路

交通

環境

行政

その他

0.0

-2.0

+7.0

+2.0

0.0

標
準
化
補
正

街路

交通

環境

画地

行政

その他

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

⑦
内
訳

阪急夙川駅
北西 1.2km

阪急夙川
1.2km

(8)

西6m市道

１低専
(40,100)

（その他）　　　　
風致地区

特にない 基準方位北、６ｍ
市道

　要因の

　比較

　因の比

　較

水道　
ガス　
下水

③

間口　約

法令

規制

年地価調査）

(3)最有効使用の判定

(2)

⑦供給

(3)鑑定評価の条件 更地としての鑑定評価

２　鑑定評価額の決定の理由の要旨

(1)

基
準
地

①所在及び地番並びに

　「住居表示」等

③形状

「深谷町４－１１」

②地積

（㎡）

145

( )

⑨法令上の規制等

1:1.2

⑥接面道路の状況

処理施

設状況

⑧主要な交通施設との

　接近の状況

近
隣
地
域

①範囲

④地域的特性

⑤地域要因の
　将来予測

10.0  ｍ、　奥行　約 15.0 ｍ、　規模 150  ㎡程度、　形状

特記

事項

街

路

交通

施設

(5)鑑定評価の手法
   の適用

取引事例比較法

収益還元法

原価法

比準価格

収益価格

積算価格

264,000 円／㎡

／   円／㎡

／   円／㎡

(4)対象基準地の

個別的要因

(7)試算価格の調整
   ・検証及び鑑定
   評価額の決定の
   理由

公示価格

278,000 円／㎡

②時 点 ③標準化 ④地域要 ⑤個別的

年間 半年間+3.1％ ％

107.0 ］

101.6［ ］ 100［ ］

100［ ］100

100

100

100

　修 正

別記様式第６ 鑑定評価書（平成 28 平成 28年 7月 6日　提出

宅地-1

西宮市深谷町８３番３

0.0方位

　補正

長方形

指
定
基
準
地

か
ら
の
検
討

264,000

⑥対象基準地
  の比準価格

(円／㎡)

① 指定基準地番号

西宮 -

地
域
要
因

街路

交通

環境

行政

その他

0.0

+8.0

+27.0

+4.0

0.0

標
準
化
補
正

街路

交通

環境

画地

行政

その他

0.0

0.0

0.0

+2.0

0.0

0.0

⑦
内
訳

(9)

　要因の

　比較

　因の比

　較

前年指定基準地の価格

373,000 円／㎡

②時 点 ③標準化 ④地域要 ⑤個別的

142.6 ］

102.9［ ］ 100［ ］

102.0［ ］100

100

100

100

　修 正 　補正

対
象
基
準
地
の
前

年
標
準
価
格
等
か

(10)

倍

[平成 28年 1月]

平成 28年 6月 29日 正常価格

平成 28年 7月 4日平成 28年 7月 1日

38,300,000鑑定評価額

(1)価格時点

(2)実地調査日

円 264,000 円／㎡１㎡当たりの価格

(4)鑑定評価日

(5)価格の種類
路線価又は倍率

205,000 円／㎡

１　基本的事項

(6)
路
線
価

倍率種別

(6)市場の特性 同一需給圏は、概ね阪急線、ＪＲ線沿線を中心とした西宮市南西部及びその周辺の住宅地域。阪神間で最も選好性の高い沿
線であり、同一需給圏外からの転入者も多く、需要は底堅い。需要者の中心は所得水準の高い二次取得者層。駅への接近性
にやや劣るものの、良好な居住環境を有し、市内でも人気の高い住宅地の一つである。なお、取引規模や価格帯がまちまち
であり、需要の中心となる典型的な取引形態や価格帯を把握することは困難である。

継続
①-1対象基準地の検討

①-2基準地が共通地点（代表標準地等と同一地
点）である場合の検討

西宮（県） 3－

開発法 開発法による価格 ／   円／㎡

西宮（県） －

基準地番号 提出先

3 兵庫県

所属分科会名

兵庫県第２分科会

業者名

印不動産鑑定士氏名

長谷川不動産鑑定事務所

長谷川一嘉



戸建住宅地

整然とした街路沿い
の中規模一般住宅の
建ち並ぶ住宅地域

17

②標準的使用ｍ東 ｍ、西 ｍ、南 ｍ、北50 30 30 20 戸建住宅地

-

１低専(50,100)

西宮市では実需に基づく需要は堅調で、市街地の地価は全般的に
上昇傾向にあるが、利便性の劣る北部は弱含みの状態が継続して
いる。

利便性及び住環境の両面で優れており、人気の住宅エリアである。
地域的特性に変化は認められない。

個別的要因に変動はない。

近隣地域は一般住宅が建ち並ぶ閑静な住宅地域で、自己の居住用としての利用が標準的であり、居住の快適性を指標として
価格が形成されている。また、用途地域が第１種低層住居専用地域であるため、経済合理性のある収益物件の想定は困難で
ある。よって、このような地域的特性を踏まえ、本件では収益還元法を適用せず、市場の実態を反映した比準価格を採用し、
標準地等との検討も踏まえ、上記のとおり鑑定評価額を決定した。

［

［

住宅
Ｗ２

中規模一般住宅を中心とする熟成した住宅地域で、地域内においては特段の変動要因がないことから、当分は現状を維持す
ると予測する。住宅地域として人気があり、需要は旺盛で、地価は上昇傾向で推移すると予測する。

③標準的画地の形状等

⑤周辺の土地の利用の
状況

④敷地の利用の現況

[地域要因]

[個別的要因]

[一般的要因]

価
格
形
成
要
因
の

変
動
状
況

ら
の
検
討

②変動率

前年標準価格 398,000円／㎡

公示価格 円／㎡

標準地番号 -

新規

代表標準地 標準地

公
示
価
格
を

規
準
と
し
た

価
格

413,000

⑥対象基準地
  の規準価格

(円／㎡)

①

標準地番号

西宮 78

代表標準地 標準地 地
域
要
因

街路

交通

環境

行政

その他

+1.0

+2.0

-12.0

+4.0

0.0

標
準
化
補
正

街路

交通

環境

画地

行政

その他

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

⑦
内
訳

阪急西宮北口駅
北 620m

阪急西宮北口
620m

(8)

南6m市道

１低専
(50,100)

（その他）　　　　

特記すべき事項はない 基準方位　北　６
ｍ市道

　要因の

　比較

　因の比

　較

水道　
ガス　
下水

③

間口　約

法令

規制

年地価調査）

(3)最有効使用の判定

(2)

⑦供給

(3)鑑定評価の条件 更地としての鑑定評価

２　鑑定評価額の決定の理由の要旨

(1)

基
準
地

①所在及び地番並びに

　「住居表示」等

③形状

「甲風園２－１２－２１」

②地積

（㎡）

224

( )

⑨法令上の規制等

1:1.5

⑥接面道路の状況

処理施

設状況

⑧主要な交通施設との

　接近の状況

近
隣
地
域

①範囲

④地域的特性

⑤地域要因の
　将来予測

12.0  ｍ、　奥行　約 18.0 ｍ、　規模 220  ㎡程度、　形状

特記

事項

街

路

交通

施設

(5)鑑定評価の手法
   の適用

取引事例比較法

収益還元法

原価法

比準価格

収益価格

積算価格

415,000 円／㎡

／   円／㎡

／   円／㎡

(4)対象基準地の

個別的要因

(7)試算価格の調整
   ・検証及び鑑定
   評価額の決定の
   理由

公示価格

370,000 円／㎡

②時 点 ③標準化 ④地域要 ⑤個別的

年間 半年間+4.3％ ％

94.3 ］

102.1［ ］ 103.0［ ］

100［ ］100

100

100

100

　修 正

別記様式第６ 鑑定評価書（平成 28 平成 28年 7月 6日　提出

宅地-1

西宮市甲風園２丁目１７２番

+3.0方位

　補正

長方形

指
定
基
準
地

か
ら
の
検
討

414,000

⑥対象基準地
  の比準価格

(円／㎡)

① 指定基準地番号

西宮 -

地
域
要
因

街路

交通

環境

行政

その他

+2.0

-2.0

-28.0

+4.0

0.0

標
準
化
補
正

街路

交通

環境

画地

行政

その他

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

⑦
内
訳

(9)

　要因の

　比較

　因の比

　較

前年指定基準地の価格

293,000 円／㎡

②時 点 ③標準化 ④地域要 ⑤個別的

74.9 ］

102.7［ ］ 103.0［ ］

100［ ］100

100

100

100

　修 正 　補正

対
象
基
準
地
の
前

年
標
準
価
格
等
か

(10)

倍

[平成 28年 1月]

平成 28年 6月 28日 正常価格

平成 28年 7月 4日平成 28年 7月 1日

93,000,000鑑定評価額

(1)価格時点

(2)実地調査日

円 415,000 円／㎡１㎡当たりの価格

(4)鑑定評価日

(5)価格の種類
路線価又は倍率

320,000 円／㎡

１　基本的事項

(6)
路
線
価

倍率種別

(6)市場の特性 同一需給圏は阪急神戸本線・今津線・甲陽線沿線の住環境が良好な住宅地域である。需要者の中心は西宮市・隣接市の高額
所得者のほか、大阪や神戸方面からの転入者も見られる。住環境及び利便性が優れているため、人気の住宅エリアであり、
高値取引が散見されるなど買手市場が継続している。中古住宅又は土地を購入し、注文住宅を建築するケースがほとんどで
あり、土地の市場の中心価格帯は、中規模画地で９千万円～１億円程度である。

継続
①-1対象基準地の検討

①-2基準地が共通地点（代表標準地等と同一地
点）である場合の検討

西宮（県） 4－

開発法 開発法による価格 ／   円／㎡

西宮（県） －

基準地番号 提出先

4 兵庫県

所属分科会名

兵庫第2分科会

業者名

印不動産鑑定士氏名

一般財団法人日本不動産研究所神戸支所

神本　文子



戸建住宅地

中規模一般住宅が建
ち並ぶ既成住宅地域
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②標準的使用ｍ東 ｍ、西 ｍ、南 ｍ、北50 30 40 40 戸建住宅地

-

対象基準地と同じ

西宮市市街地の住宅地は需要が多く、山手の一部を除いて地価は
堅調に推移しているが、景気の減速により上昇率が縮小する地域
が多い。

居住環境の良い住宅地域で住宅の需要が認められ、地価は緩やか
に上昇している。

個別的要因に変動はない。

近隣地域は戸建住宅が建ち並ぶ住宅地域であり、市場においては自己居住用不動産の取引が中心となるため比準価格の規範
性は高い。また、対象基準地は第１種低層住居専用地域に存し、最有効使用は戸建住宅地と判断されるが、戸建貸家では経
済合理的な賃貸住宅の経営が困難であるため収益還元法は適用できなかった。よって、比準価格を採用し、標準地等の価格
との検討を踏まえて、鑑定評価額を上記のとおり決定した。

［

［

住宅
Ｗ２

戸建住宅が建ち並ぶ住宅地域として概ね成熟しており、今後も現状のまま推移するものと予測する。駅からやや距離がある
が居住環境は概ね良好であり、地価は当面緩やかに上昇するものと予測する。

③標準的画地の形状等

⑤周辺の土地の利用の
状況

④敷地の利用の現況

[地域要因]

[個別的要因]

[一般的要因]

価
格
形
成
要
因
の

変
動
状
況

ら
の
検
討

②変動率

前年標準価格 207,000円／㎡

公示価格 円／㎡

標準地番号 -

新規

代表標準地 標準地

公
示
価
格
を

規
準
と
し
た

価
格

210,000

⑥対象基準地
  の規準価格

(円／㎡)

①

標準地番号

西宮 18

代表標準地 標準地 地
域
要
因

街路

交通

環境

行政

その他

-3.0

+3.0

-3.0

0.0

0.0

標
準
化
補
正

街路

交通

環境

画地

行政

その他

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

⑦
内
訳

阪急門戸厄神駅
西 1.7km

阪急門戸厄神
1.7km

(8)

北6m市道

１低専
(40,100)

（その他）　　　　
風致地区

特にない 基準方位　北、
６ｍ市道

　要因の

　比較

　因の比

　較

水道　
ガス　
下水

③

間口　約

法令

規制

年地価調査）

(3)最有効使用の判定

(2)

⑦供給

(3)鑑定評価の条件 更地としての鑑定評価

２　鑑定評価額の決定の理由の要旨

(1)

基
準
地

①所在及び地番並びに

　「住居表示」等

③形状

「高座町７－１４」

②地積

（㎡）

230

( )

⑨法令上の規制等

1.2:1

⑥接面道路の状況

処理施

設状況

⑧主要な交通施設との

　接近の状況

近
隣
地
域

①範囲

④地域的特性

⑤地域要因の
　将来予測

16.0  ｍ、　奥行　約 14.0 ｍ、　規模 220  ㎡程度、　形状

特記

事項

街

路

交通

施設

(5)鑑定評価の手法
   の適用

取引事例比較法

収益還元法

原価法

比準価格

収益価格

積算価格

210,000 円／㎡

／   円／㎡

／   円／㎡

(4)対象基準地の

個別的要因

(7)試算価格の調整
   ・検証及び鑑定
   評価額の決定の
   理由

公示価格

201,000 円／㎡

②時 点 ③標準化 ④地域要 ⑤個別的

年間 半年間+1.4％ ％

96.9 ］

101.3［ ］ 100［ ］

100［ ］100

100

100

100

　修 正

別記様式第６ 鑑定評価書（平成 28 平成 28年 7月 6日　提出

宅地-1

西宮市高座町１２４番３

0.0方位

　補正

長方形

指
定
基
準
地

か
ら
の
検
討

210,000

⑥対象基準地
  の比準価格

(円／㎡)

① 指定基準地番号

西宮 -

地
域
要
因

街路

交通

環境

行政

その他

+2.0

+8.0

+25.0

+4.0

0.0

標
準
化
補
正

街路

交通

環境

画地

行政

その他

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

⑦
内
訳

(9)

　要因の

　比較

　因の比

　較

前年指定基準地の価格

293,000 円／㎡

②時 点 ③標準化 ④地域要 ⑤個別的

143.2 ］

102.7［ ］ 100［ ］

100［ ］100

100

100

100

　修 正 　補正

対
象
基
準
地
の
前

年
標
準
価
格
等
か

(10)

倍

[平成 28年 1月]

平成 28年 6月 17日 正常価格

平成 28年 7月 4日平成 28年 7月 1日

48,300,000鑑定評価額

(1)価格時点

(2)実地調査日

円 210,000 円／㎡１㎡当たりの価格

(4)鑑定評価日

(5)価格の種類
路線価又は倍率

165,000 円／㎡

１　基本的事項

(6)
路
線
価

倍率種別

(6)市場の特性 同一需給圏は西宮市及びその周辺の住宅地域であるが、阪急線沿線に広がる西宮市市街地北部の住宅地域が中心となる。需
要者は西宮市内居住者のほか他所からの転入も認められる。最寄駅からやや距離があるが、居住環境は概ね良好で、地価は
緩やかな上昇傾向が認められる。土地は中規模住宅地で４，５００～５，０００万円のものも見られるが、近年細分化の傾
向が見られ、新築建売住宅は土地１２０㎡程度で４，５００万円前後が取引の中心となっている。

継続
①-1対象基準地の検討

①-2基準地が共通地点（代表標準地等と同一地
点）である場合の検討

西宮（県） 5－

開発法 開発法による価格 ／   円／㎡

西宮（県） －

基準地番号 提出先

5 兵庫県

所属分科会名

兵庫第２分科会

業者名

印不動産鑑定士氏名

小杉不動産鑑定士事務所

小杉正樹



戸建住宅地

中小規模一般住宅の
ほか共同住宅や農地
も見られる住宅地域

17

②標準的使用ｍ東 ｍ、西 ｍ、南 ｍ、北20 50 20 10 戸建住宅地

-

１中専(60,200)

需要の弱い北部郊外を除き、市内の住宅地需要は優良住宅地を中
心に総じて堅調である。山手の住宅地ではやや弱い動きも見られ
る。

利便性や居住環境等に目立った優位性がある地域ではないが、一
般的要因の影響を受け、地価はやや強含みで推移している。

個別的要因に変動はない。

同一需給圏内の類似地域等において信頼性のある取引事例を収集することができた。一方、当該基準地は画地規模が小さく
経済合理的な賃貸住宅の経営が困難であるため、収益還元法の適用を断念した。快適性を重視する住宅地域であることから、
自己使用目的で取引され、取引価格の水準を指標に価格が決定されることが一般的と認められるので、比準価格を採用して
鑑定評価額を上記のとおり決定した。なお、下記標準地・指定基準地との均衡も得ていると判断した。

［

［

住宅
ＬＳ２

当該地域は中小規模一般住宅が建ち並ぶ住宅地域であるが、今後周辺では農地の宅地化が進むものと予測する。一般的要因
の影響も受け、地価水準はやや強含みで推移するものと予測する。

③標準的画地の形状等

⑤周辺の土地の利用の
状況

④敷地の利用の現況

[地域要因]

[個別的要因]

[一般的要因]

価
格
形
成
要
因
の

変
動
状
況

ら
の
検
討

②変動率

前年標準価格 238,000円／㎡

公示価格 円／㎡

標準地番号 -

新規

代表標準地 標準地

公
示
価
格
を

規
準
と
し
た

価
格

243,000

⑥対象基準地
  の規準価格

(円／㎡)

①

標準地番号

西宮 2

代表標準地 標準地 地
域
要
因

街路

交通

環境

行政

その他

-1.0

+1.0

+9.0

0.0

0.0

標
準
化
補
正

街路

交通

環境

画地

行政

その他

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

⑦
内
訳

阪急西宮北口駅
北西方 1.7km

阪急西宮北口
1.7km

(8)

南6.5m市道

１中専
(60,200)

（その他）　　　　

特にない。 基準方位　北
６．５ｍ市道

　要因の

　比較

　因の比

　較

水道　
ガス　
下水

③

間口　約

法令

規制

年地価調査）

(3)最有効使用の判定

(2)

⑦供給

(3)鑑定評価の条件 更地としての鑑定評価

２　鑑定評価額の決定の理由の要旨

(1)

基
準
地

①所在及び地番並びに

　「住居表示」等

③形状

「神垣町２－２２」

②地積

（㎡）

126

( )

⑨法令上の規制等

1.2:1

⑥接面道路の状況

処理施

設状況

⑧主要な交通施設との

　接近の状況

近
隣
地
域

①範囲

④地域的特性

⑤地域要因の
　将来予測

13.0  ｍ、　奥行　約 10.0 ｍ、　規模 130  ㎡程度、　形状

特記

事項

街

路

交通

施設

(5)鑑定評価の手法
   の適用

取引事例比較法

収益還元法

原価法

比準価格

収益価格

積算価格

242,000 円／㎡

／   円／㎡

／   円／㎡

(4)対象基準地の

個別的要因

(7)試算価格の調整
   ・検証及び鑑定
   評価額の決定の
   理由

公示価格

254,000 円／㎡

②時 点 ③標準化 ④地域要 ⑤個別的

年間 半年間+1.7％ ％

109.0 ］

101.2［ ］ 103.0［ ］

100［ ］100

100

100

100

　修 正

鑑定評価書（平成 28 平成 28年 7月 6日　提出

宅地-1

西宮市神垣町５０番７

+3.0方位

　補正

ほぼ長方形

指
定
基
準
地

か
ら
の
検
討

241,000

⑥対象基準地
  の比準価格

(円／㎡)

① 指定基準地番号

西宮（県） -

地
域
要
因

街路

交通

環境

行政

その他

+2.0

+5.0

+20.0

0.0

0.0

標
準
化
補
正

街路

交通

環境

画地

行政

その他

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

⑦
内
訳

(9)

　要因の

　比較

　因の比

　較

前年指定基準地の価格

293,000 円／㎡

②時 点 ③標準化 ④地域要 ⑤個別的

128.5 ］

102.7［ ］ 103.0［ ］

100［ ］100

100

100

100

　修 正 　補正

対
象
基
準
地
の
前

年
標
準
価
格
等
か

(10)

倍

[平成 28年 1月]

平成 28年 6月 29日 正常価格

平成 28年 7月 4日平成 28年 7月 1日

30,500,000鑑定評価額

(1)価格時点

(2)実地調査日

円 242,000 円／㎡１㎡当たりの価格

(4)鑑定評価日

(5)価格の種類
路線価又は倍率

190,000 円／㎡

１　基本的事項

(6)
路
線
価

倍率種別

(6)市場の特性 同一需給圏は、阪急神戸線・今津線・甲陽線及びＪＲ東海道本線の沿線で、概ね西宮市の圏域である。需要者は、西宮市の
居住者が中心であるが、周辺市からの転入者も見られる。西宮市の住宅地は北部郊外を除き総じて人気が高く、最寄駅から
の利便性や居住環境等に特段の優位性がない地域においても一定の需要が見られる。土地は３０００万円程度まで、新築建
売住宅で４０００～５０００万円程度の物件が需要の中心となっている。

継続
①-1対象基準地の検討

①-2基準地が共通地点（代表標準地等と同一地
点）である場合の検討

西宮（県） 6－

開発法 開発法による価格 ／   円／㎡

西宮（県） －

基準地番号 提出先

6 兵庫県

所属分科会名

兵庫第２分科会

業者名

印不動産鑑定士氏名

勝沼不動産鑑定

勝沼和子



戸建住宅地

中規模一般住宅が多
い住宅地域

20

②標準的使用ｍ東 ｍ、西 ｍ、南 ｍ、北30 20 40 40 低層住宅地

-

１低専(40,100)
風致地区

景気は着実に持ち直している。西宮市全体の人口は、継続的な増
加傾向にあって、住宅需要を押し上げている。

居住環境が良好で、従来から需要の強い住宅地域であり、地価は
上昇傾向にあると認められる。

個別的要因に特段の変動は見受けられない。

戸建住宅を中心とする住宅地域で、第１種低層住居専用地域に所在し、経済合理的な賃貸住宅の経営が困難と判断されるた
め、収益還元法を適用しなかった。快適性を重視する住宅地域であり、自用目的での取引が中心であるので、比準価格を標
準とし、鑑定評価額を上記の通り決定した。なお、公示価格を規準とした価格とは概ね均衡を得ている。

［

［

住宅
Ｗ２

従来からの閑静で良好な住環境に富裕層が居住する地域で、今後もこの状態が維持されると思われる。需要は根強く、地価
は、上昇傾向で推移するものと予測される。

③標準的画地の形状等

⑤周辺の土地の利用の
状況

④敷地の利用の現況

[地域要因]

[個別的要因]

[一般的要因]

価
格
形
成
要
因
の

変
動
状
況

ら
の
検
討

②変動率

前年標準価格 285,000円／㎡

公示価格 円／㎡

標準地番号 -

新規

代表標準地 標準地

公
示
価
格
を

規
準
と
し
た

価
格

292,000

⑥対象基準地
  の規準価格

(円／㎡)

①

標準地番号

西宮 48

代表標準地 標準地 地
域
要
因

街路

交通

環境

行政

その他

-1.0

-1.0

-4.0

0.0

0.0

標
準
化
補
正

街路

交通

環境

画地

行政

その他

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

⑦
内
訳

阪急夙川駅
北東 1.2km

阪急夙川
1.2km

(8)

西5m市道

１低専
(40,100)

（その他）　　　　
風致地区

特筆すべき事項はない。 基準方位　北、５
ｍ市道

　要因の

　比較

　因の比

　較

水道　
ガス　
下水

③

間口　約

法令

規制

年地価調査）

(3)最有効使用の判定

(2)

⑦供給

(3)鑑定評価の条件 更地としての鑑定評価

２　鑑定評価額の決定の理由の要旨

(1)

基
準
地

①所在及び地番並びに

　「住居表示」等

③形状

「桜谷町１２－５」

②地積

（㎡）

402

( )

⑨法令上の規制等

1:1.2

⑥接面道路の状況

処理施

設状況

⑧主要な交通施設との

　接近の状況

近
隣
地
域

①範囲

④地域的特性

⑤地域要因の
　将来予測

18.0  ｍ、　奥行　約 22.0 ｍ、　規模 400  ㎡程度、　形状

特記

事項

街

路

交通

施設

(5)鑑定評価の手法
   の適用

取引事例比較法

収益還元法

原価法

比準価格

収益価格

積算価格

293,000 円／㎡

／   円／㎡

／   円／㎡

(4)対象基準地の

個別的要因

(7)試算価格の調整
   ・検証及び鑑定
   評価額の決定の
   理由

公示価格

270,000 円／㎡

②時 点 ③標準化 ④地域要 ⑤個別的

年間 半年間+2.8 ％ ％

94.1 ］

101.6［ ］ 100［ ］

100［ ］100

100

100

100

　修 正

別記様式第６ 鑑定評価書（平成 28 平成 28年 7月 6日　提出

宅地-1

西宮市桜谷町２０番６

ない

　補正

長方形

指
定
基
準
地

か
ら
の
検
討

294,000

⑥対象基準地
  の比準価格

(円／㎡)

① 指定基準地番号

西宮 -

地
域
要
因

街路

交通

環境

行政

その他

+1.0

+8.0

+13.0

+4.0

0.0

標
準
化
補
正

街路

交通

環境

画地

行政

その他

0.0

0.0

0.0

+2.0

0.0

0.0

⑦
内
訳

(9)

　要因の

　比較

　因の比

　較

前年指定基準地の価格

373,000 円／㎡

②時 点 ③標準化 ④地域要 ⑤個別的

128.2 ］

102.9［ ］ 100［ ］

102.0［ ］100

100

100

100

　修 正 　補正

対
象
基
準
地
の
前

年
標
準
価
格
等
か

(10)

倍

[平成 28年 1月]

平成 28年 6月 27日 正常価格

平成 28年 7月 4日平成 28年 7月 1日

118,000,000鑑定評価額

(1)価格時点

(2)実地調査日

円 293,000 円／㎡１㎡当たりの価格

(4)鑑定評価日

(5)価格の種類
路線価又は倍率

230,000 円／㎡

１　基本的事項

(6)
路
線
価

倍率種別

(6)市場の特性 同一需給圏は阪神間山手の住宅地域で、西宮市及び芦屋市が圏域の中心となる。需要者の中心は主に阪神間の富裕層であり、
居住環境も良好なことから、他市からの流入も見られる。建売住宅はあまり見られず、注文建築による住宅が多い。画地規
模は総額をおさえるため、最近ではやや細分化される傾向にあり、需要の中心となる総額の水準は見出しにくい状況である。

継続
①-1対象基準地の検討

①-2基準地が共通地点（代表標準地等と同一地
点）である場合の検討

西宮（県） 7－

開発法 開発法による価格 ／   円／㎡

西宮（県） －

基準地番号 提出先

7 兵庫県

所属分科会名

兵庫第２分科会

業者名

印不動産鑑定士氏名

有限会社システム鑑定

長宗　巧



戸建住宅地

中小規模一般住宅の
ほか共同住宅も見ら
れる住宅地域

23

②標準的使用ｍ東 ｍ、西 ｍ、南 ｍ、北30 10 20 30 戸建住宅地

-

１中専(60,160)

地価の二極化が強まっている中、国内景気動向は一進一退がみら
れ、今後、国際経済情勢等による影響を注視する必要がある。

居住環境は概ね良好であり、値頃感からも住宅需要は底堅く、地
価は若干の上昇傾向にある。

個別的要因の変動はない。

当該地域は、戸建住宅を中心とする住宅地域にあって、共同住宅等も散見されるが、敷地面積が小さく、経済合理的な賃貸
経営が可能となる共同住宅の想定が困難であり、戸建賃貸も見られない地域であるため、収益還元法の適用を見送った。よ
って、本件においては多数の取引事例より求められ、市場の実勢を反映し得た比準価格を標準に、規準とした公的価格との
検討を踏まえて、鑑定評価額を上記の通り決定した。

［

［

住宅
Ｓ３

戸建住宅を中心として成熟した住宅地域であり、今後も現況の住宅地域としての環境を維持するものと予測する。比較的良
好な住環境や値頃感から、需要は底堅く、地価は若干の上昇傾向で推移するものと予測する。

③標準的画地の形状等

⑤周辺の土地の利用の
状況

④敷地の利用の現況

[地域要因]

[個別的要因]

[一般的要因]

価
格
形
成
要
因
の

変
動
状
況

ら
の
検
討

②変動率

前年標準価格 191,000 円／㎡

公示価格 円／㎡

標準地番号 -

新規

代表標準地 標準地

公
示
価
格
を

規
準
と
し
た

価
格

192,000

⑥対象基準地
  の規準価格

(円／㎡)

①

標準地番号

西宮 14

代表標準地 標準地 地
域
要
因

街路

交通

環境

行政

その他

+4.0

+5.0

+9.0

0.0

0.0

標
準
化
補
正

街路

交通

環境

画地

行政

その他

0.0

0.0

0.0

+3.0

0.0

0.0

⑦
内
訳

阪急甲陽園駅
南西 700m

阪急甲陽園
700m

(8)

北4m市道

１中専
(60,200)

（その他）　　　　
(60,160)

特にない 基準方位　北
４ｍ市道

　要因の

　比較

　因の比

　較

水道　
ガス　
下水

③

間口　約

法令

規制

年地価調査）

(3)最有効使用の判定

(2)

⑦供給

(3)鑑定評価の条件 更地としての鑑定評価

２　鑑定評価額の決定の理由の要旨

(1)

基
準
地

①所在及び地番並びに

　「住居表示」等

③形状

「獅子ケ口町８－３２」

②地積

（㎡）

195

( )

⑨法令上の規制等

台形
1:1.5

⑥接面道路の状況

処理施

設状況

⑧主要な交通施設との

　接近の状況

近
隣
地
域

①範囲

④地域的特性

⑤地域要因の
　将来予測

11.0  ｍ、　奥行　約 17.0 ｍ、　規模 190  ㎡程度、　形状

特記

事項

街

路

交通

施設

(5)鑑定評価の手法
   の適用

取引事例比較法

収益還元法

原価法

比準価格

収益価格

積算価格

193,000 円／㎡

／   円／㎡

／   円／㎡

(4)対象基準地の

個別的要因

(7)試算価格の調整
   ・検証及び鑑定
   評価額の決定の
   理由

公示価格

234,000 円／㎡

②時 点 ③標準化 ④地域要 ⑤個別的

年間 半年間+1.0％ ％

119.0 ］

100.7［ ］ 100［ ］

103.0［ ］100

100

100

100

　修 正

別記様式第６ 鑑定評価書（平成 28 平成 28年 7月 6日　提出

宅地-1

西宮市獅子ケ口町９７番８

0.0方位

　補正

ほぼ長方形

指
定
基
準
地

か
ら
の
検
討

193,000

⑥対象基準地
  の比準価格

(円／㎡)

① 指定基準地番号

西宮（県） -

地
域
要
因

街路

交通

環境

行政

その他

+3.0

-3.0

+7.0

-2.0

0.0

標
準
化
補
正

街路

交通

環境

画地

行政

その他

0.0

0.0

0.0

+3.0

0.0

0.0

⑦
内
訳

(9)

　要因の

　比較

　因の比

　較

前年指定基準地の価格

207,000 円／㎡

②時 点 ③標準化 ④地域要 ⑤個別的

104.8 ］

100.5［ ］ 100［ ］

103.0［ ］100

100

100

100

　修 正 　補正

対
象
基
準
地
の
前

年
標
準
価
格
等
か

(10)

倍

[平成 28年 1月]

平成 28年 6月 30日 正常価格

平成 28年 7月 4日平成 28年 7月 1日

37,600,000鑑定評価額

(1)価格時点

(2)実地調査日

円 193,000 円／㎡１㎡当たりの価格

(4)鑑定評価日

(5)価格の種類
路線価又は倍率

155,000 円／㎡

１　基本的事項

(6)
路
線
価

倍率種別

(6)市場の特性 同一需給圏は、阪急甲陽線沿線の西宮市北西部の住宅地域が中心となる。需要者としては、西宮市及び阪神間の居住者が中
心となるほか、周辺市域からの転入も認められる。街路がやや狭小な箇所や坂が多く見受けられるものの、閑静で概ね良好
な住環境を備えており、値頃感からも需要は底堅く、地価は若干の上昇傾向にある。需要の中心となる価格帯は、対象と同
規模程度の土地で３，５００万円～４，０００万円程度と把握する。

継続
①-1対象基準地の検討

①-2基準地が共通地点（代表標準地等と同一地
点）である場合の検討

西宮（県） 8－

開発法 開発法による価格 ／   円／㎡

西宮（県） －

基準地番号 提出先

8 兵庫県

所属分科会名

兵庫第２分科会

業者名

印不動産鑑定士氏名

株式会社谷澤総合鑑定所神戸支社

金谷正雄



戸建住宅地

中規模一般住宅が建
ち並ぶ閑静な住宅地
域

16

②標準的使用ｍ東 ｍ、西 ｍ、南 ｍ、北30 30 0 30 戸建住宅地

-

１低専(40,100)
風致地区

西宮市の人口・世帯数は微増傾向、高齢化率は県全体より低い。
当市は文教住宅都市のブランドをめざし中南部の住宅地域は人気
が高い。

最寄駅から遠い住宅地域。利便性は劣り、災害リスク等ある。価
格水準が低いため需要は一定あるが、総額取引で地価は概ね横ば
い傾向。

個別的要因に変動はない。

対象不動産の存する地域は、中規模一般住宅が中心の閑静な住宅地域で、自用目的の取引が中心である。当地域では、収益
物件等は少なく、賃貸市場が未成熟と判断し、収益還元法の適用を断念した。比準価格は、不動産の市場性に着目した実証
的な価格で、「居住の快適性」を重視する住宅地において、説得力は高い。従って本件では、比準価格を標準とし、現下の
不動産市場等を総合的に勘案し、指定基準地との均衡にも留意の上、鑑定評価額を上記の通り決定した。

［

［

住宅
Ｗ２

中規模一般住宅が建ち並ぶ閑静な住宅地域であり、今後とも現況の住環境を維持するものと予測する。地価は、最寄駅から
遠く、災害リスク等もあり、概ね横ばい傾向で推移するものと判断する。

③標準的画地の形状等

⑤周辺の土地の利用の
状況

④敷地の利用の現況

[地域要因]

[個別的要因]

[一般的要因]

価
格
形
成
要
因
の

変
動
状
況

ら
の
検
討

②変動率

前年標準価格 180,000円／㎡

公示価格 円／㎡

標準地番号 -

新規

代表標準地 標準地

公
示
価
格
を

規
準
と
し
た

価
格

⑥対象基準地
  の規準価格

(円／㎡)

①

標準地番号

代表標準地 標準地 地
域
要
因

街路

交通

環境

行政

その他

標
準
化
補
正

街路

交通

環境

画地

行政

その他

⑦
内
訳

阪急仁川駅
西 1.3km

阪急仁川
1.3km

(8)

南5m市道､
背面道

１低専
(40,100)

（その他）　　　　
風致地区

特にない 基準方位北　５ｍ
市道

　要因の

　比較

　因の比

　較

水道　
ガス　
下水

③

間口　約

法令

規制

年地価調査）

(3)最有効使用の判定

(2)

⑦供給

(3)鑑定評価の条件 更地としての鑑定評価

２　鑑定評価額の決定の理由の要旨

(1)

基
準
地

①所在及び地番並びに

　「住居表示」等

③形状

「仁川町６－７－７」

②地積

（㎡）

366

( )

⑨法令上の規制等

1:1.5

⑥接面道路の状況

処理施

設状況

⑧主要な交通施設との

　接近の状況

近
隣
地
域

①範囲

④地域的特性

⑤地域要因の
　将来予測

16.0  ｍ、　奥行　約 22.0 ｍ、　規模 350  ㎡程度、　形状

特記

事項

街

路

交通

施設

(5)鑑定評価の手法
   の適用

取引事例比較法

収益還元法

原価法

比準価格

収益価格

積算価格

180,000 円／㎡

／   円／㎡

／   円／㎡

(4)対象基準地の

個別的要因

(7)試算価格の調整
   ・検証及び鑑定
   評価額の決定の
   理由

公示価格

円／㎡

②時 点 ③標準化 ④地域要 ⑤個別的

年間 半年間0 ％ ％

］

［ ］ ［ ］

［ ］100

100

100

100

　修 正

別記様式第６ 鑑定評価書（平成 28 平成 28年 7月 6日　提出

宅地-1

西宮市仁川町６丁目１２６番

+3.0

+2.0

方位

二方路

　補正

長方形

指
定
基
準
地

か
ら
の
検
討

180,000

⑥対象基準地
  の比準価格

(円／㎡)

① 指定基準地番号

西宮 -

地
域
要
因

街路

交通

環境

行政

その他

-1.0

+6.0

+67.0

+2.0

0.0

標
準
化
補
正

街路

交通

環境

画地

行政

その他

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

⑦
内
訳

(9)

　要因の

　比較

　因の比

　較

前年指定基準地の価格

296,000 円／㎡

②時 点 ③標準化 ④地域要 ⑤個別的

178.8 ］

103.4［ ］ 105.1［ ］

100［ ］100

100

100

100

　修 正 　補正

対
象
基
準
地
の
前

年
標
準
価
格
等
か

(10)

倍

[平成 28年 1月]

平成 28年 6月 29日 正常価格

平成 28年 7月 4日平成 28年 7月 1日

65,900,000鑑定評価額

(1)価格時点

(2)実地調査日

円 180,000 円／㎡１㎡当たりの価格

(4)鑑定評価日

(5)価格の種類
路線価又は倍率

140,000 円／㎡

１　基本的事項

(6)
路
線
価

倍率種別

(6)市場の特性 同一需給圏は阪急今津線沿線の住宅地域で概ね西宮市・宝塚市の圏域である。需要者は主に中高所得者層等で、圏域外から
の転入も見受けられる。近隣地域は駅からやや遠いが、自然や住環境等に恵まれ、需要は一定ある。新築の建売住宅で、１
５０㎡の土地で新築総額で５，０００万円前後が需要の中心である。建物は注文建築で土地のみ４，０００万円を超える比
較的画地規模の大きい物件への需要も一定見込まれる。地価は概ね横ばい傾向である。

継続
①-1対象基準地の検討

①-2基準地が共通地点（代表標準地等と同一地
点）である場合の検討

西宮（県） 9－

開発法 開発法による価格 ／   円／㎡

西宮（県） －

基準地番号 提出先

9 兵庫県

所属分科会名

兵庫第2分科会

業者名

印不動産鑑定士氏名

中山不動産鑑定

中山健一



低層住宅地

中小規模の一般住宅
が建ち並ぶ既成住宅
地域

23

②標準的使用ｍ東 ｍ、西 ｍ、南 ｍ、北20 50 60 10 低層住宅地

-

１中専(60,150)

利便性及び住環境に優れた住宅都市で、選好性は強く、山手及
び郊外を除く住宅地の地価は全般に上昇傾向を示している。

最寄り駅からはやや離れているが、住環境が良好な地域での需
要は堅調で、地価は底堅く推移している。

個別的要因に変動はない。

周辺には賃貸アパート等の収益物件も見られるが、土地価格に見合う賃料水準が形成されていないため、収益価格はやや
低位に試算された。また、自用目的の取引が中心となっており、取引価格水準を指標に価格が決定されることが一般的と
認められ、収益性よりも居住の快適性が重視される。従って、収益価格を参考に止め、下記標準地及び指定基準地との検
討を踏まえ、規範性のある取引事例より求めた比準価格をもって、鑑定評価額を上記のとおり決定した。

［

［

住宅
Ｗ２

当該地域は中小規模の一般住宅が建ち並ぶ住宅地域で、今後とも現状を維持するものと予測する。住環境が比較的良好で
あり、地価は底堅く推移していくものと予測する。

③標準的画地の形状等

⑤周辺の土地の利用の
状況

④敷地の利用の現況

[地域要因]

[個別的要因]

[一般的要因]

価
格
形
成
要
因
の

変
動
状
況

ら
の
検
討

②変動率

前年標準価格 218,000円／㎡

公示価格 円／㎡

標準地番号 -

新規

代表標準地 標準地

公
示
価
格
を

規
準
と
し
た

価
格

220,000

⑥対象基準地
  の規準価格

(円／㎡)

①

標準地番号

西宮 73

代表標準地 標準地 地
域
要
因

街路

交通

環境

行政

その他

+1.0

+2.0

+5.0

+2.0

0.0

標
準
化
補
正

街路

交通

環境

画地

行政

その他

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

⑦
内
訳

阪急甲陽園駅
北東 1.8km

阪急甲陽園
1.8km

(8)

南東6m市道

１中専
(60,150)

（その他）　　　　

特にない 基準方位　北　６
ｍ市道

　要因の

　比較

　因の比

　較

水道　
ガス　
下水

③

間口　約

法令

規制

年地価調査）

(3)最有効使用の判定

(2)

⑦供給

(3)鑑定評価の条件 更地としての鑑定評価

２　鑑定評価額の決定の理由の要旨

(1)

基
準
地

①所在及び地番並びに

　「住居表示」等

③形状

「上ケ原八番町１２－４０」

②地積

（㎡）

154

( )

⑨法令上の規制等

台形
1.5:1

⑥接面道路の状況

処理施

設状況

⑧主要な交通施設との

　接近の状況

近
隣
地
域

①範囲

④地域的特性

⑤地域要因の
　将来予測

15.0  ｍ、　奥行　約 10.0 ｍ、　規模 150  ㎡程度、　形状

特記

事項

街

路

交通

施設

(5)鑑定評価の手法
   の適用

取引事例比較法

収益還元法

原価法

比準価格

収益価格

積算価格

219,000 円／㎡

142,000 円／㎡

／   円／㎡

(4)対象基準地の

個別的要因

(7)試算価格の調整
   ・検証及び鑑定
   評価額の決定の
   理由

公示価格

236,000 円／㎡

②時 点 ③標準化 ④地域要 ⑤個別的

年間 半年間+0.5％ ％

110.3 ］

101.0［ ］ 102.0［ ］

100［ ］100

100

100

100

　修 正

鑑定評価書（平成 28 平成 28年 7月 6日　提出

宅地-1

西宮市上ケ原八番町４２番

+2.0

0.0

方位

形状

　補正

ほぼ長方形

指
定
基
準
地

か
ら
の
検
討

219,000

⑥対象基準地
  の比準価格

(円／㎡)

① 指定基準地番号

西宮（県） -

地
域
要
因

街路

交通

環境

行政

その他

0.0

+3.0

-7.0

-2.0

0.0

標
準
化
補
正

街路

交通

環境

画地

行政

その他

0.0

0.0

0.0

+3.0

0.0

0.0

⑦
内
訳

(9)

　要因の

　比較

　因の比

　較

前年指定基準地の価格

207,000 円／㎡

②時 点 ③標準化 ④地域要 ⑤個別的

93.9 ］

100.5［ ］ 102.0［ ］

103.0［ ］100

100

100

100

　修 正 　補正

対
象
基
準
地
の
前

年
標
準
価
格
等
か

(10)

倍

[平成 28年 1月]

平成 28年 6月 29日 正常価格

平成 28年 7月 4日平成 28年 7月 1日

33,700,000鑑定評価額

(1)価格時点

(2)実地調査日

円 219,000 円／㎡１㎡当たりの価格

(4)鑑定評価日

(5)価格の種類
路線価又は倍率

175,000 円／㎡

１　基本的事項

(6)
路
線
価

倍率種別

(6)市場の特性 同一需給圏は阪急甲陽線・今津線沿線で、概ね西宮市内の住環境が比較的良好な住宅地域である。需要者は西宮市及び隣
接市居住者が中心となっている。最寄り駅からはやや離れているが、学校等に近いことなどから、比較的人気があり、宅
地需要は堅調である。土地は１００㎡未満のもので２，０００万円台前半、新築建売住宅は４，０００万円までが取引の
中心となっている。

継続
①-1対象基準地の検討

①-2基準地が共通地点（代表標準地等と同一地
点）である場合の検討

西宮（県） 10－

開発法 開発法による価格 ／   円／㎡

西宮（県） －

基準地番号 提出先

10 兵庫県

所属分科会名

兵庫第2分科会

業者名

印不動産鑑定士氏名

株式会社　資産評価研究所

横野忠敏



低層住宅地

中規模一般住宅にマ
ンションも見られる
住宅地域

②標準的使用ｍ東 ｍ、西 ｍ、南 ｍ、北30 70 30 30 低層住宅地

-

１中専(60,200)

西宮市内の人口は微増傾向にある。土地取引件数は、やや減速傾
向にあり、市内中心部と郊外で二極化が進んでいる。

地域要因に特別な変動は認められない。人気の高い住宅地で、希
少性が高く、地価は上昇傾向にある。

個別的要因に変動はない。

対象不動産周辺は、中小規模一般住宅を中心とする選好性の高い住宅地域であり、投資目的よりも自用目的の取引が中心と
なっているため、収益価格は低位に求められた。比準価格は、不動産の市場性に着目した実証的な価格であり、収益性より
も居住の快適性を重視する住宅地においては、説得力を有する。したがって、規範性の高い比準価格を標準とし、収益価格
は参考にとめ、公示価格等との均衡にも留意の上、鑑定評価額を上記のとおり決定した。

［

［

住宅
Ｗ２

居住環境が良好な人気の高い住宅地域で、当面は現状のまま推移していくものと予測する。根強い需要があり、希少性の高
い地域で、地価水準は、上昇傾向で推移していくものと予測する。

③標準的画地の形状等

⑤周辺の土地の利用の
状況

④敷地の利用の現況

[地域要因]

[個別的要因]

[一般的要因]

価
格
形
成
要
因
の

変
動
状
況

ら
の
検
討

②変動率

前年標準価格 333,000円／㎡

公示価格 338,000円／㎡

標準地番号 西宮 3-

新規

代表標準地 標準地

公
示
価
格
を

規
準
と
し
た

価
格

343,000

⑥対象基準地
  の規準価格

(円／㎡)

①

標準地番号

西宮 3

代表標準地 標準地 地
域
要
因

街路

交通

環境

行政

その他

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

標
準
化
補
正

街路

交通

環境

画地

行政

その他

0.0

0.0

0.0

+1.0

0.0

0.0

⑦
内
訳

阪神甲子園駅
北東 900m

阪神甲子園
900m

(8)

南西8m市道

１中専
(60,200)

（その他）　　　　

特にない 基準方位　北、
８ｍ市道

　要因の

　比較

　因の比

　較

水道　
ガス　
下水

③

間口　約

法令

規制

年地価調査）

(3)最有効使用の判定

(2)

⑦供給

(3)鑑定評価の条件 更地としての鑑定評価

２　鑑定評価額の決定の理由の要旨

(1)

基
準
地

①所在及び地番並びに

　「住居表示」等

③形状

「甲子園四番町１２－１９」

②地積

（㎡）

264

( )

⑨法令上の規制等

1:2

⑥接面道路の状況

処理施

設状況

⑧主要な交通施設との

　接近の状況

近
隣
地
域

①範囲

④地域的特性

⑤地域要因の
　将来予測

11.0  ｍ、　奥行　約 23.0 ｍ、　規模 250  ㎡程度、　形状

特記

事項

街

路

交通

施設

(5)鑑定評価の手法
   の適用

取引事例比較法

収益還元法

原価法

比準価格

収益価格

積算価格

343,000 円／㎡

189,000 円／㎡

／   円／㎡

(4)対象基準地の

個別的要因

(7)試算価格の調整
   ・検証及び鑑定
   評価額の決定の
   理由

公示価格

338,000 円／㎡

②時 点 ③標準化 ④地域要 ⑤個別的

年間 半年間+3.0 +1.5％ ％

100 ］

101.5［ ］ 101.0［ ］

101.0［ ］100

100

100

100

　修 正

別記様式第６ 鑑定評価書（平成 28 平成 28年 7月 6日　提出

宅地-1

西宮市甲子園四番町８５番

+1.0方位

　補正

長方形

指
定
基
準
地

か
ら
の
検
討

⑥対象基準地
  の比準価格

(円／㎡)

① 指定基準地番号

-

地
域
要
因

街路

交通

環境

行政

その他

標
準
化
補
正

街路

交通

環境

画地

行政

その他

⑦
内
訳

(9)

　要因の

　比較

　因の比

　較

前年指定基準地の価格

円／㎡

②時 点 ③標準化 ④地域要 ⑤個別的

］

［ ］ ［ ］

［ ］100

100

100

100

　修 正 　補正

対
象
基
準
地
の
前

年
標
準
価
格
等
か

(10)

倍

[平成 28年 1月]

平成 28年 6月 30日 正常価格

平成 28年 7月 4日平成 28年 7月 1日

90,600,000鑑定評価額

(1)価格時点

(2)実地調査日

円 343,000 円／㎡１㎡当たりの価格

(4)鑑定評価日

(5)価格の種類
路線価又は倍率

270,000 円／㎡

１　基本的事項

(6)
路
線
価

倍率種別

(6)市場の特性 同一需給圏は、西宮市内の住環境良好な選好性が高い住宅地域全般と判定した。需要者の中心は、個人エンドユーザーが中
心であるが、利便性に優れ、住環境も良好であることから、市外からの転入も多い。また、供給が少ないため、希少性の観
点から高額取引となるケースも多々ある。市場の中心価格帯は、画地規模により総額にばらつきがあるが、土地総額は、対
象不動産と同程度で８，５００万円～１億円程度であり、建物については注文住宅が中心となっている。

継続
①-1対象基準地の検討

①-2基準地が共通地点（代表標準地等と同一地
点）である場合の検討

西宮（県） 11－

開発法 開発法による価格 ／   円／㎡

西宮（県） －

基準地番号 提出先

11 兵庫県

所属分科会名

兵庫第２分科会

業者名

印不動産鑑定士氏名

関西みなと鑑定株式会社

小塩　敦



低層住宅地

小規模一般住宅が建
ち並ぶ住宅地域

16

②標準的使用ｍ東 ｍ、西 ｍ、南 ｍ、北30 20 20 40 低層住宅地

-

対象基準地と同じ

国内景気は回復基調にあり西宮市の地価も二極化は見られるも概
ね回復・上昇傾向にあって、特に優良住宅地でかかる傾向が顕著
である。

地域要因に特別な変動は見られないが、利便性及び居住環境が概
ね良好な住宅地域にあって、地価は上昇傾向にある。

個別的要因の変動は特に認められない。

　第１種低層住居専用地域に位置する戸建住宅を中心とする住宅地域であり、居住の快適性が重視され、画地規模の点から
も、経済合理的な賃貸経営に馴染み難く、収益還元法は適用できない。したがって、規範性の高い取引事例に基づき求めら
れた比準価格を標準として、標準地価格等との検討をも踏まえて、鑑定評価額を上記のとおり決定した。

［

［

住宅
Ｗ２

　当該地域は低層住宅地域としてほぼ成熟しており、今後も現状のまま推移するものと予測する。選好性は比較的高く、景
気も回復基調にあって、地価は上昇傾向で推移するものと思料される。

③標準的画地の形状等

⑤周辺の土地の利用の
状況

④敷地の利用の現況

[地域要因]

[個別的要因]

[一般的要因]

価
格
形
成
要
因
の

変
動
状
況

ら
の
検
討

②変動率

前年標準価格 255,000円／㎡

公示価格 円／㎡

標準地番号 -

新規

代表標準地 標準地

公
示
価
格
を

規
準
と
し
た

価
格

260,000

⑥対象基準地
  の規準価格

(円／㎡)

①

標準地番号

西宮 60

代表標準地 標準地 地
域
要
因

街路

交通

環境

行政

その他

-1.0

+2.0

+2.0

+2.0

0.0

標
準
化
補
正

街路

交通

環境

画地

行政

その他

0.0

0.0

0.0

+1.0

0.0

0.0

⑦
内
訳

阪急門戸厄神駅
北西 550m

阪急門戸厄神
550m

(8)

南東4.5m市道

１低専
(40,100)

（その他）　　　　
風致地区

特にない 基準方位　北　４
．５ｍ市道　

　要因の

　比較

　因の比

　較

水道　
ガス　
下水

③

間口　約

法令

規制

年地価調査）

(3)最有効使用の判定

(2)

⑦供給

(3)鑑定評価の条件 更地としての鑑定評価

２　鑑定評価額の決定の理由の要旨

(1)

基
準
地

①所在及び地番並びに

　「住居表示」等

③形状

「門戸岡田町１１－３７」

②地積

（㎡）

133

( )

⑨法令上の規制等

1:2

⑥接面道路の状況

処理施

設状況

⑧主要な交通施設との

　接近の状況

近
隣
地
域

①範囲

④地域的特性

⑤地域要因の
　将来予測

8.0  ｍ、　奥行　約 16.0 ｍ、　規模 130  ㎡程度、　形状

特記

事項

街

路

交通

施設

(5)鑑定評価の手法
   の適用

取引事例比較法

収益還元法

原価法

比準価格

収益価格

積算価格

260,000 円／㎡

／   円／㎡

／   円／㎡

(4)対象基準地の

個別的要因

(7)試算価格の調整
   ・検証及び鑑定
   評価額の決定の
   理由

公示価格

267,000 円／㎡

②時 点 ③標準化 ④地域要 ⑤個別的

年間 半年間+2.0％ ％

105.1 ］

101.2［ ］ 102.0［ ］

101.0［ ］100

100

100

100

　修 正

別記様式第６ 鑑定評価書（平成 28 平成 28年 7月 6日　提出

宅地-1

西宮市門戸岡田町３７番３

+2.0方位

　補正

長方形

指
定
基
準
地

か
ら
の
検
討

259,000

⑥対象基準地
  の比準価格

(円／㎡)

① 指定基準地番号

西宮 -

地
域
要
因

街路

交通

環境

行政

その他

0.0

0.0

+18.0

+2.0

0.0

標
準
化
補
正

街路

交通

環境

画地

行政

その他

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

⑦
内
訳

(9)

　要因の

　比較

　因の比

　較

前年指定基準地の価格

296,000 円／㎡

②時 点 ③標準化 ④地域要 ⑤個別的

120.4 ］

103.4［ ］ 102.0［ ］

100［ ］100

100

100

100

　修 正 　補正

対
象
基
準
地
の
前

年
標
準
価
格
等
か

(10)

倍

[平成 28年 1月]

平成 28年 6月 30日 正常価格

平成 28年 7月 4日平成 28年 7月 1日

34,600,000鑑定評価額

(1)価格時点

(2)実地調査日

円 260,000 円／㎡１㎡当たりの価格

(4)鑑定評価日

(5)価格の種類
路線価又は倍率

205,000 円／㎡

１　基本的事項

(6)
路
線
価

倍率種別

(6)市場の特性 　同一需給圏は阪急今津線を中心とする住環境良好な西宮市北部の住宅地域である。需要者は西宮市内の居住者を中心に周
辺市その他からの転入も見られる。近隣地域は人気の小学校区にあって、最寄駅に比較的近く居住環境も概ね良好なため選
好性は高く、景気も持ち直しており、地価は上昇傾向にある。規模にもよるが、土地は２，５００万円～３，５００万円程
度、新築戸建住宅は４，５００万円程度が需要の中心である。

継続
①-1対象基準地の検討

①-2基準地が共通地点（代表標準地等と同一地
点）である場合の検討

西宮（県） 12－

開発法 開発法による価格 ／   円／㎡

西宮（県） －

基準地番号 提出先

12 兵庫県

所属分科会名

　兵庫第２

業者名

印不動産鑑定士氏名

桑名事務所

桑名玉樹



低層住宅地

中規模一般住宅が建
ち並ぶ閑静な住宅地
域

②標準的使用ｍ東 ｍ、西 ｍ、南 ｍ、北40 40 40 40 低層住宅地

-

対象基準地と同じ

西宮市の人口は微増傾向にある。良好な住環境から、他所からの
転入が多く、住宅地を中心に地価は依然上昇傾向で推移している。

地域要因に大きな変動は認められない。利便性及び良好な住環境
から人気は高く、今後も地価の上昇傾向は続くと推察される。

個別的要因に変動は無い。

比準価格は、同一需給圏内の住宅地事例から試算しており、市場性を反映した実証的な価格と言える。周辺には戸建住宅の
ほか賃貸マンション等の収益物件も見られるが、自用目的の取引が中心であるため、賃貸市場としてはやや未成熟で信頼性
の高い賃貸事例は乏しい。本件では、居住の快適性が重視される市場傾向を考慮し、収益価格は参考に留め、比準価格を標
準に、代表標準地の直近地価動向を踏まえ、鑑定評価額を決定した。

［

［

住宅
Ｗ２

戸建住宅のほかマンション等も見られる住宅地域である。最寄駅であるＪＲ甲子園口駅への接近性も良好で、居住環境にも
恵まれていることから人気は高く、地価は上昇傾向で推移するものと判断される。

③標準的画地の形状等

⑤周辺の土地の利用の
状況

④敷地の利用の現況

[地域要因]

[個別的要因]

[一般的要因]

価
格
形
成
要
因
の

変
動
状
況

ら
の
検
討

②変動率

前年標準価格 309,000円／㎡

公示価格 313,000円／㎡

標準地番号 西宮 9-

新規

代表標準地 標準地

公
示
価
格
を

規
準
と
し
た

価
格

317,000

⑥対象基準地
  の規準価格

(円／㎡)

①

標準地番号

西宮 9

代表標準地 標準地 地
域
要
因

街路

交通

環境

行政

その他

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

標
準
化
補
正

街路

交通

環境

画地

行政

その他

0.0

0.0

0.0

+3.0

0.0

0.0

⑦
内
訳

ＪＲ甲子園口駅
南西 600m

ＪＲ甲子園口
600m

(8)

南6m市道

１中専
(60,200)

（その他）　　　　
地区計画等

特筆すべき事項はない 基準方位　北、６
ｍ市道

　要因の

　比較

　因の比

　較

水道　
ガス　
下水

③

間口　約

法令

規制

年地価調査）

(3)最有効使用の判定

(2)

⑦供給

(3)鑑定評価の条件 更地としての鑑定評価

２　鑑定評価額の決定の理由の要旨

(1)

基
準
地

①所在及び地番並びに

　「住居表示」等

③形状

「甲子園口４－１４－１８」

②地積

（㎡）

227

( )

⑨法令上の規制等

1:2

⑥接面道路の状況

処理施

設状況

⑧主要な交通施設との

　接近の状況

近
隣
地
域

①範囲

④地域的特性

⑤地域要因の
　将来予測

10.0 ｍ、　奥行　約 20.0 ｍ、　規模 200 ㎡程度、　形状

特記

事項

街

路

交通

施設

(5)鑑定評価の手法
   の適用

取引事例比較法

収益還元法

原価法

比準価格

収益価格

積算価格

317,000 円／㎡

200,000 円／㎡

／   円／㎡

(4)対象基準地の

個別的要因

(7)試算価格の調整
   ・検証及び鑑定
   評価額の決定の
   理由

公示価格

313,000 円／㎡

②時 点 ③標準化 ④地域要 ⑤個別的

年間 半年間+2.6 +1.3％ ％

100 ］

101.3［ ］ 103.0［ ］

103.0［ ］100

100

100

100

　修 正

別記様式第６ 鑑定評価書（平成 28 平成 28年 7月 6日　提出

宅地-1

西宮市甲子園口４丁目１１８番５外

+3.0方位

　補正

長方形

指
定
基
準
地

か
ら
の
検
討

⑥対象基準地
  の比準価格

(円／㎡)

① 指定基準地番号

-

地
域
要
因

街路

交通

環境

行政

その他

標
準
化
補
正

街路

交通

環境

画地

行政

その他

⑦
内
訳

(9)

　要因の

　比較

　因の比

　較

前年指定基準地の価格

円／㎡

②時 点 ③標準化 ④地域要 ⑤個別的

］

［ ］ ［ ］

［ ］100

100

100

100

　修 正 　補正

対
象
基
準
地
の
前

年
標
準
価
格
等
か

(10)

倍

[平成 28年 1月]

平成 28年 6月 27日 正常価格

平成 28年 7月 4日平成 28年 7月 1日

72,000,000鑑定評価額

(1)価格時点

(2)実地調査日

円 317,000 円／㎡１㎡当たりの価格

(4)鑑定評価日

(5)価格の種類
路線価又は倍率

250,000 円／㎡

１　基本的事項

(6)
路
線
価

倍率種別

(6)市場の特性 同一需給圏は、西宮市内のＪＲ東海道本線、阪急神戸本線、阪神本線沿線の住宅地域で、需要者は、市内及び周辺市の二次
取得者層が中心である。最寄駅への接近性や住環境が良好な地域においては、希少性から人気が高く、需要は堅調に推移し
ている。土地値は６０～７０坪程度の中規模住宅地で、６，０００万円～７，０００万円程度である。近年では、総額的観
点から土地の細分化傾向がみられる。

継続
①-1対象基準地の検討

①-2基準地が共通地点（代表標準地等と同一地
点）である場合の検討

西宮（県） 13－

開発法 開発法による価格 ／   円／㎡

西宮（県） －

基準地番号 提出先

13 兵庫県

所属分科会名

兵庫県第２分科会

業者名

印不動産鑑定士氏名

御影不動産鑑定

米虫 淳子



戸建住宅地

中規模一般住宅が多
い住宅地域

16

②標準的使用ｍ東 ｍ、西 ｍ、南 ｍ、北20 30 40 40 低層住宅地

-

対象基準地と同じ

西宮市は阪神間のベッドタウンとして人気があり、西宮市内の選
好性の高い住宅地においては、地価の上昇傾向が認められる。

特段大きな地域要因の変動は認められないが、住環境に優れた住
宅地域であり、不動産需要も概ね安定的に推移している。

個別的要因の変動はない。

賃貸物件は散見されるが、戸建住宅を中心とした自用目的での取引が中心の住宅地域で、地価水準に見合う賃料水準が形成
されていないことから、収益価格は低位に試算された。よって本件では、比準価格を標準とし、収益価格を参考に留め、鑑
定評価額を上記のとおり決定した。なお、公示価格を規準とした価格および指定基準地との規準価格とは均衡を得ている。

［

［

住宅
ＬＳ２

中規模一般住宅が建ち並ぶ住宅地域であり、地域要因に特段大きな変化は認められず、今後も現状の住環境を維持するもの
と予測する。地価はやや上昇傾向にあり、当面は安定的に推移するものと予測する。

③標準的画地の形状等

⑤周辺の土地の利用の
状況

④敷地の利用の現況

[地域要因]

[個別的要因]

[一般的要因]

価
格
形
成
要
因
の

変
動
状
況

ら
の
検
討

②変動率

前年標準価格 268,000円／㎡

公示価格 円／㎡

標準地番号 -

新規

代表標準地 標準地

公
示
価
格
を

規
準
と
し
た

価
格

272,000

⑥対象基準地
  の規準価格

(円／㎡)

①

標準地番号

西宮 67

代表標準地 標準地 地
域
要
因

街路

交通

環境

行政

その他

-1.0

-2.0

+6.0

0.0

0.0

標
準
化
補
正

街路

交通

環境

画地

行政

その他

0.0

0.0

0.0

+3.0

0.0

0.0

⑦
内
訳

阪急甲東園駅
南西 480m

阪急甲東園
480m

(8)

西5m市道

１中専
(60,150)

（その他）　　　　

特筆すべき事項はない。 基準方位　北、５
．０ｍ市道

　要因の

　比較

　因の比

　較

水道　
ガス　
下水

③

間口　約

法令

規制

年地価調査）

(3)最有効使用の判定

(2)

⑦供給

(3)鑑定評価の条件 更地としての鑑定評価

２　鑑定評価額の決定の理由の要旨

(1)

基
準
地

①所在及び地番並びに

　「住居表示」等

③形状

「神呪町１４－５」

②地積

（㎡）

262

( )

⑨法令上の規制等

1:1

⑥接面道路の状況

処理施

設状況

⑧主要な交通施設との

　接近の状況

近
隣
地
域

①範囲

④地域的特性

⑤地域要因の
　将来予測

16.0  ｍ、　奥行　約 16.0 ｍ、　規模 260  ㎡程度、　形状

特記

事項

街

路

交通

施設

(5)鑑定評価の手法
   の適用

取引事例比較法

収益還元法

原価法

比準価格

収益価格

積算価格

275,000 円／㎡

158,000 円／㎡

／   円／㎡

(4)対象基準地の

個別的要因

(7)試算価格の調整
   ・検証及び鑑定
   評価額の決定の
   理由

公示価格

279,000 円／㎡

②時 点 ③標準化 ④地域要 ⑤個別的

年間 半年間+2.6％ ％

102.8 ］

103.3［ ］ 100［ ］

103.0［ ］100

100

100

100

　修 正

別記様式第６ 鑑定評価書（平成 28 平成 28年 7月 6日　提出

宅地-1

西宮市神呪町８番２１

0.0方位

　補正

ほぼ正方形

指
定
基
準
地

か
ら
の
検
討

272,000

⑥対象基準地
  の比準価格

(円／㎡)

① 指定基準地番号

西宮 -

地
域
要
因

街路

交通

環境

行政

その他

-1.0

-1.0

+15.0

0.0

0.0

標
準
化
補
正

街路

交通

環境

画地

行政

その他

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

⑦
内
訳

(9)

　要因の

　比較

　因の比

　較

前年指定基準地の価格

296,000 円／㎡

②時 点 ③標準化 ④地域要 ⑤個別的

112.7 ］

103.4［ ］ 100［ ］

100［ ］100

100

100

100

　修 正 　補正

対
象
基
準
地
の
前

年
標
準
価
格
等
か

(10)

倍

[平成 28年 1月]

平成 28年 6月 28日 正常価格

平成 28年 7月 4日平成 28年 7月 1日

72,100,000鑑定評価額

(1)価格時点

(2)実地調査日

円 275,000 円／㎡１㎡当たりの価格

(4)鑑定評価日

(5)価格の種類
路線価又は倍率

215,000 円／㎡

１　基本的事項

(6)
路
線
価

倍率種別

(6)市場の特性 同一需給圏は、阪急電鉄神戸線・今津線沿線で、概ね西宮市の圏域に存する住宅地域である。需要者は、西宮市内居住者が
中心であるが、良好な住環境を維持しているため、神戸市・大阪府等周辺市域からの転入も多く認められ、需給は概ね安定
している。中規模の画地が多く、土地は総額６，５００万円～７，５００万円程度が需要の中心となっている。

継続
①-1対象基準地の検討

①-2基準地が共通地点（代表標準地等と同一地
点）である場合の検討

西宮（県） 14－

開発法 開発法による価格 ／   円／㎡

西宮（県） －

基準地番号 提出先

14 兵庫県

所属分科会名

兵庫第２分科会

業者名

印不動産鑑定士氏名

かりゆし不動産鑑定

竹之内　浩



戸建住宅地

中規模一般住宅が建
ち並ぶ郊外の住宅地
域

24

②標準的使用ｍ東 ｍ、西 ｍ、南 ｍ、北20 40 20 20 戸建住宅地

-

１低専(50,100)
地区計画等

西宮市においては、人口は微増傾向にあり、国内の景気は回復基
調にあるが、市内での消費等の水準は全般的に低調である。

生活利便性が劣ることなどから需要は弱く、地価は下落傾向が続
いている。

個別的要因に変動はない。

戸建住宅用に開発された住宅団地に所在し、転勤等の事情により戸建住宅が賃貸される事例が稀に見られる程度で、経済合
理的に戸建住宅の賃貸事業が成り立つ地域ではないため収益価格は試算しなかった。従って、標準地及び指定基準地との検
討を踏まえ、比準価格をもって鑑定評価額を上記の通り決定した。

［

［

住宅
ＬＳ２

当該地域は戸建住宅を主とする住宅地域で、今後とも現状を維持するものと予測する。市街地中心部より離れているため需
要は弱く、地価は下落傾向を示すものと予測する。

③標準的画地の形状等

⑤周辺の土地の利用の
状況

④敷地の利用の現況

[地域要因]

[個別的要因]

[一般的要因]

価
格
形
成
要
因
の

変
動
状
況

ら
の
検
討

②変動率

前年標準価格 54,000円／㎡

公示価格 円／㎡

標準地番号 -

新規

代表標準地 標準地

公
示
価
格
を

規
準
と
し
た

価
格

52,500

⑥対象基準地
  の規準価格

(円／㎡)

①

標準地番号

西宮 79

代表標準地 標準地 地
域
要
因

街路

交通

環境

行政

その他

-1.0

-1.0

-10.0

0.0

0.0

標
準
化
補
正

街路

交通

環境

画地

行政

その他

0.0

0.0

0.0

+3.0

0.0

0.0

⑦
内
訳

神戸電鉄田尾寺駅
東 1.8km

神戸電鉄田尾寺
1.8km

(8)

南東7m市道

１低専
(50,100)

（その他）　　　　
地区計画等

特にない 基準方位　北　７
ｍ市道

　要因の

　比較

　因の比

　較

水道　
ガス　
下水

③

間口　約

法令

規制

年地価調査）

(3)最有効使用の判定

(2)

⑦供給

(3)鑑定評価の条件 更地としての鑑定評価

２　鑑定評価額の決定の理由の要旨

(1)

基
準
地

①所在及び地番並びに

　「住居表示」等

③形状

「北六甲台１－１４－１４」

②地積

（㎡）

200

( )

⑨法令上の規制等

1:1.2

⑥接面道路の状況

処理施

設状況

⑧主要な交通施設との

　接近の状況

近
隣
地
域

①範囲

④地域的特性

⑤地域要因の
　将来予測

13.0  ｍ、　奥行　約 15.0 ｍ、　規模 200  ㎡程度、　形状

特記

事項

街

路

交通

施設

(5)鑑定評価の手法
   の適用

取引事例比較法

収益還元法

原価法

比準価格

収益価格

積算価格

52,500 円／㎡

／   円／㎡

／   円／㎡

(4)対象基準地の

個別的要因

(7)試算価格の調整
   ・検証及び鑑定
   評価額の決定の
   理由

公示価格

47,000 円／㎡

②時 点 ③標準化 ④地域要 ⑤個別的

年間 半年間-2.8％ ％

88.2 ］

99.4［ ］ 102.0［ ］

103.0［ ］100

100

100

100

　修 正

鑑定評価書（平成 28 平成 28年 7月 6日　提出

宅地-1

西宮市北六甲台１丁目１４１０番９７

+2.0方位

　補正

ほぼ長方形

指
定
基
準
地

か
ら
の
検
討

52,400

⑥対象基準地
  の比準価格

(円／㎡)

① 指定基準地番号

西宮（県） -

地
域
要
因

街路

交通

環境

行政

その他

0.0

+3.0

-1.0

0.0

0.0

標
準
化
補
正

街路

交通

環境

画地

行政

その他

0.0

0.0

0.0

+3.0

0.0

0.0

⑦
内
訳

(9)

　要因の

　比較

　因の比

　較

前年指定基準地の価格

56,000 円／㎡

②時 点 ③標準化 ④地域要 ⑤個別的

102.0 ］

96.4［ ］ 102.0［ ］

103.0［ ］100

100

100

100

　修 正 　補正

対
象
基
準
地
の
前

年
標
準
価
格
等
か

(10)

倍

[平成 28年 1月]

平成 28年 6月 29日 正常価格

平成 28年 7月 5日平成 28年 7月 1日

10,500,000鑑定評価額

(1)価格時点

(2)実地調査日

円 52,500 円／㎡１㎡当たりの価格

(4)鑑定評価日

(5)価格の種類
路線価又は倍率

円／㎡

1.0

１　基本的事項

(6)
路
線
価

倍率種別

(6)市場の特性 同一需給圏は概ね西宮市及び神戸市北区のうち、市街地中心部より離れた住宅地域。需要者の中心は同一需給圏のうち西宮
市及び隣接市に居住する一次取得者層が大半を占める。周辺にも大規模住宅団地があり、供給圧力が強まりつつある一方、
生活利便性が劣る上、都心回帰傾向も相俟って需要は弱含み。土地は２００㎡程度で１，０００万円程度が取引の中心とな
っている。

継続
①-1対象基準地の検討

①-2基準地が共通地点（代表標準地等と同一地
点）である場合の検討

西宮（県） 15－

開発法 開発法による価格 ／   円／㎡

西宮（県） －

基準地番号 提出先

15 兵庫県

所属分科会名

兵庫県第2

業者名

印不動産鑑定士氏名

富山不動産鑑定

富山　有治



戸建住宅地

中規模一般住宅を中
心とした住宅地域

②標準的使用ｍ東 ｍ、西 ｍ、南 ｍ、北40 40 20 30 戸建住宅地

-

１中専(60,150)

需要の弱い北部郊外を除き、市内の住宅地需要は優良住宅地を中
心に総じて堅調である。山手の住宅地ではやや弱い動きも見られ
る。

比較的良好な居住環境と利便性を有する地域であり、地価は強含
みで推移している。

個別的要因に変動はない。

同一需給圏内の類似地域等において信頼性のある取引事例を収集することができた。一方、当該基準地は画地規模や形状等
から経済合理的な賃貸住宅の経営が困難であるため、収益還元法の適用を断念した。快適性を重視する住宅地域であること
から、自己使用目的で取引され、取引価格の水準を指標に価格が決定されることが一般的と認められるので、比準価格を採
用して鑑定評価額を上記のとおり決定した。なお、時系列的な価格水準の推移・動向にも留意した。

［

［

住宅
Ｗ２

当該地域は中規模一般住宅が多く見られる住宅地域であり、今後ともほぼ現状のまま推移するものと予測する。利便性及び
環境が比較的良好な地域であり、地価水準は強含みで推移するものと予測する。

③標準的画地の形状等

⑤周辺の土地の利用の
状況

④敷地の利用の現況

[地域要因]

[個別的要因]

[一般的要因]

価
格
形
成
要
因
の

変
動
状
況

ら
の
検
討

②変動率

前年標準価格 296,000円／㎡

公示価格 302,000円／㎡

標準地番号 西宮 12-

新規

代表標準地 標準地

公
示
価
格
を

規
準
と
し
た

価
格

306,000

⑥対象基準地
  の規準価格

(円／㎡)

①

標準地番号

西宮 12

代表標準地 標準地 地
域
要
因

街路

交通

環境

行政

その他

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

標
準
化
補
正

街路

交通

環境

画地

行政

その他

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

⑦
内
訳

阪急甲東園駅
北東方 510m

阪急甲東園
510m

(8)

北4.5m市道

１中専
(60,150)

（その他）　　　　

特にない。 基準方位　北　
４．５ｍ市道

　要因の

　比較

　因の比

　較

水道　
ガス　
下水

③

間口　約

法令

規制

年地価調査）

(3)最有効使用の判定

(2)

⑦供給

(3)鑑定評価の条件 更地としての鑑定評価

２　鑑定評価額の決定の理由の要旨

(1)

基
準
地

①所在及び地番並びに

　「住居表示」等

③形状

「甲東園２－４－８」

②地積

（㎡）

152

( )

⑨法令上の規制等

1:2

⑥接面道路の状況

処理施

設状況

⑧主要な交通施設との

　接近の状況

近
隣
地
域

①範囲

④地域的特性

⑤地域要因の
　将来予測

8.5  ｍ、　奥行　約 18.0 ｍ、　規模 150  ㎡程度、　形状

特記

事項

街

路

交通

施設

(5)鑑定評価の手法
   の適用

取引事例比較法

収益還元法

原価法

比準価格

収益価格

積算価格

306,000 円／㎡

／   円／㎡

／   円／㎡

(4)対象基準地の

個別的要因

(7)試算価格の調整
   ・検証及び鑑定
   評価額の決定の
   理由

公示価格

302,000 円／㎡

②時 点 ③標準化 ④地域要 ⑤個別的

年間 半年間+3.4 +1.3％ ％

100 ］

101.3［ ］ 100［ ］

100［ ］100

100

100

100

　修 正

鑑定評価書（平成 28 平成 28年 7月 6日　提出

宅地-1

西宮市甲東園２丁目４４番２

0.0方位

　補正

ほぼ長方形

指
定
基
準
地

か
ら
の
検
討

⑥対象基準地
  の比準価格

(円／㎡)

① 指定基準地番号

-

地
域
要
因

街路

交通

環境

行政

その他

標
準
化
補
正

街路

交通

環境

画地

行政

その他

⑦
内
訳

(9)

　要因の

　比較

　因の比

　較

前年指定基準地の価格

円／㎡

②時 点 ③標準化 ④地域要 ⑤個別的

］

［ ］ ［ ］

［ ］100

100

100

100

　修 正 　補正

対
象
基
準
地
の
前

年
標
準
価
格
等
か

(10)

倍

[平成 28年 1月]

平成 28年 6月 29日 正常価格

平成 28年 7月 4日平成 28年 7月 1日

46,500,000鑑定評価額

(1)価格時点

(2)実地調査日

円 306,000 円／㎡１㎡当たりの価格

(4)鑑定評価日

(5)価格の種類
路線価又は倍率

240,000 円／㎡

１　基本的事項

(6)
路
線
価

倍率種別

(6)市場の特性 同一需給圏は、阪急今津線の沿線で、概ね西宮市の圏域である。需要者は、西宮市の居住者が中心であるが、宝塚市等周辺
市からの転入者も見られる。阪急今津線沿線には著名な学校も多く住宅地域としての人気は根強く、利便性及び環境の良好
な地域を中心に底堅い需要が見られる。土地は中規模の住宅用地で４０００～５０００万円程度、規模の小さい新築建売住
宅で４０００～５０００万円程度の物件が需要の中心となっている。

継続
①-1対象基準地の検討

①-2基準地が共通地点（代表標準地等と同一地
点）である場合の検討

西宮（県） 16－

開発法 開発法による価格 ／   円／㎡

西宮（県） －

基準地番号 提出先

16 兵庫県

所属分科会名

兵庫第２分科会

業者名

印不動産鑑定士氏名

勝沼不動産鑑定

勝沼和子



低層住宅地

中規模の一般住宅が
多い住宅地域

②標準的使用ｍ東 ｍ、西 ｍ、南 ｍ、北60 60 20 40 低層住宅地

-

１中専(60,200)
地区計画等

西宮市の住宅地は、総じて需要が堅調で、上昇傾向にある。一方、
北部郊外の住宅地では供給過剰による下落傾向が継続している。

西宮北口周辺では戸建住宅、マンションとも人気は上昇傾向にあ
り、一定規模以上の土地はマンション開発されている。

個別的要因に変動はない。

　近隣地域は戸建住宅を中心に共同住宅が併存する住宅地域である。取引は殆どが自用目的で収益性よりも居住の快適性が
選好される。賃貸事業による収益を価格形成基盤とするほどの市場熟成は見られず、また、規模等の諸条件は賃貸利用に際
し効率的とはいえず収益価格は相対的に規範性が劣る。　従って、取引事例に基づく実証的な比準価格を標準に収益価格を
参考とし、類似地域の価格動向にも留意して鑑定評価額を上記の通り決定した。

［

［

住宅
ＬＳ２

　一般住宅と共同住宅が併存する人気の住宅地域で、地域要因に大きな変化はなく現況を維持した推移と思料される。地価
動向は旺盛な需要が認められ強含みで推移するものと予測される。

③標準的画地の形状等

⑤周辺の土地の利用の
状況

④敷地の利用の現況

[地域要因]

[個別的要因]

[一般的要因]

価
格
形
成
要
因
の

変
動
状
況

ら
の
検
討

②変動率

前年標準価格 293,000円／㎡

公示価格 297,000円／㎡

標準地番号 西宮 19-

新規

代表標準地 標準地

公
示
価
格
を

規
準
と
し
た

価
格

301,000

⑥対象基準地
  の規準価格

(円／㎡)

①

標準地番号

西宮 19

代表標準地 標準地 地
域
要
因

街路

交通

環境

行政

その他

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

標
準
化
補
正

街路

交通

環境

画地

行政

その他

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

⑦
内
訳

阪急西宮北口駅
北西 800m

阪急西宮北口
800m

(8)

北8m市道

１中専
(60,200)

（その他）　　　　
地区計画等

特にない 基準方位　北、　
８ｍ市道

　要因の

　比較

　因の比

　較

水道　
ガス　
下水

③

間口　約

法令

規制

年地価調査）

(3)最有効使用の判定

(2)

⑦供給

(3)鑑定評価の条件 更地としての鑑定評価

２　鑑定評価額の決定の理由の要旨

(1)

基
準
地

①所在及び地番並びに

　「住居表示」等

③形状

「大畑町４－１０」

②地積

（㎡）

241

( )

⑨法令上の規制等

1:1.2

⑥接面道路の状況

処理施

設状況

⑧主要な交通施設との

　接近の状況

近
隣
地
域

①範囲

④地域的特性

⑤地域要因の
　将来予測

15.0  ｍ、　奥行　約 16.0 ｍ、　規模 240  ㎡程度、　形状

特記

事項

街

路

交通

施設

(5)鑑定評価の手法
   の適用

取引事例比較法

収益還元法

原価法

比準価格

収益価格

積算価格

301,000 円／㎡

211,000 円／㎡

／   円／㎡

(4)対象基準地の

個別的要因

(7)試算価格の調整
   ・検証及び鑑定
   評価額の決定の
   理由

公示価格

297,000 円／㎡

②時 点 ③標準化 ④地域要 ⑤個別的

年間 半年間+2.7 +1.3％ ％

100 ］

101.3［ ］ 100［ ］

100［ ］100

100

100

100

　修 正

別記様式第６ 鑑定評価書（平成 28 平成 28年 7月 6日　提出

宅地-1

西宮市大畑町５８番３

0.0方位

　補正

ほぼ正方形

指
定
基
準
地

か
ら
の
検
討

⑥対象基準地
  の比準価格

(円／㎡)

① 指定基準地番号

-

地
域
要
因

街路

交通

環境

行政

その他

標
準
化
補
正

街路

交通

環境

画地

行政

その他

⑦
内
訳

(9)

　要因の

　比較

　因の比

　較

前年指定基準地の価格

円／㎡

②時 点 ③標準化 ④地域要 ⑤個別的

］

［ ］ ［ ］

［ ］100

100

100

100

　修 正 　補正

対
象
基
準
地
の
前

年
標
準
価
格
等
か

(10)

倍

[平成 28年 1月]

平成 28年 6月 20日 正常価格

平成 28年 7月 4日平成 28年 7月 1日

72,500,000鑑定評価額

(1)価格時点

(2)実地調査日

円 301,000 円／㎡１㎡当たりの価格

(4)鑑定評価日

(5)価格の種類
路線価又は倍率

235,000 円／㎡

１　基本的事項

(6)
路
線
価

倍率種別

(6)市場の特性 　同一需給圏は概ね西宮市の阪急神戸線沿線の中規模住宅地域である。需要者属性は阪神間東部の居住者が大半を占めるが、
近年西宮北口周辺の住宅地人気が高まっており他府県からの転入者も増加している。周辺地域を含め宅地需要は高まってお
り、一定規模以上の土地は分譲マンション化している。条件の良い宅地の供給数が少なく、地価は上昇が続いている。中心
となる価格帯は、標準的画地規模で７～８千万円程度である。

継続
①-1対象基準地の検討

①-2基準地が共通地点（代表標準地等と同一地
点）である場合の検討

西宮（県） 17－

開発法 開発法による価格 ／   円／㎡

西宮（県） －

基準地番号 提出先

17 兵庫県

所属分科会名

兵庫第２分科会

業者名

印不動産鑑定士氏名

近畿総合不動産鑑定所

山本耕一



戸建住宅地

中小規模の一般住宅
が建ち並び空地も見
られる住宅地域

17

②標準的使用ｍ東 ｍ、西 ｍ、南 ｍ、北20 20 20 30 戸建住宅地

-

対象基準地と同じ

西宮市の人口は微増傾向にある。良好な住環境から、他所からの
転入が多く、住宅地を中心に地価は依然上昇傾向で推移している。

地域要因に大きな変動は認められない。当市は住宅地として人気
が高く、中心部の高額物件に比べ、割安な当該地域の需要は底堅
い。

個別的要因に変動は無い。

同一需給圏内の類似地域等から信頼性の高い取引事例を収集することができた。一方で、対象基準地は画地規模等から経済
合理的な賃貸住宅の経営が困難であるため収益還元法の適用を断念した。近隣地域は居住の快適性が重視される市場傾向で
あることを鑑み、本件では信頼性の高い取引事例から算出された比準価格を標準に、周辺標準地及び指定基準地との価格検
討を踏まえ、鑑定評価額を決定した。

［

［

住宅
ＬＳ２

中小規模一般住宅が建ち並ぶ住宅地域であるが、周囲には農地や空地等の未利用地も見られる。今後は未利用地の宅地化が
進み、住宅地としての熟成度が高まるものと思われる。値頃感から地価は上昇傾向にある。

③標準的画地の形状等

⑤周辺の土地の利用の
状況

④敷地の利用の現況

[地域要因]

[個別的要因]

[一般的要因]

価
格
形
成
要
因
の

変
動
状
況

ら
の
検
討

②変動率

前年標準価格 213,000円／㎡

公示価格 円／㎡

標準地番号 -

新規

代表標準地 標準地

公
示
価
格
を

規
準
と
し
た

価
格

216,000

⑥対象基準地
  の規準価格

(円／㎡)

①

標準地番号

西宮 23

代表標準地 標準地 地
域
要
因

街路

交通

環境

行政

その他

0.0

+2.0

+9.0

0.0

0.0

標
準
化
補
正

街路

交通

環境

画地

行政

その他

0.0

0.0

0.0

+3.0

0.0

0.0

⑦
内
訳

阪急門戸厄神駅
東 1.4km

阪急門戸厄神
1.4km

(8)

北西4m市道

１中専
(60,200)

（その他）　　　　
(60,160)

特筆すべき事項はない 基準方位　北、４
ｍ市道

　要因の

　比較

　因の比

　較

水道　
ガス　
下水

③

間口　約

法令

規制

年地価調査）

(3)最有効使用の判定

(2)

⑦供給

(3)鑑定評価の条件 更地としての鑑定評価

２　鑑定評価額の決定の理由の要旨

(1)

基
準
地

①所在及び地番並びに

　「住居表示」等

③形状

「堤町２－３」

②地積

（㎡）

159

( )

⑨法令上の規制等

1:2

⑥接面道路の状況

処理施

設状況

⑧主要な交通施設との

　接近の状況

近
隣
地
域

①範囲

④地域的特性

⑤地域要因の
　将来予測

9.0 ｍ、　奥行　約 18.0 ｍ、　規模 160 ㎡程度、　形状

特記

事項

街

路

交通

施設

(5)鑑定評価の手法
   の適用

取引事例比較法

収益還元法

原価法

比準価格

収益価格

積算価格

216,000 円／㎡

／   円／㎡

／   円／㎡

(4)対象基準地の

個別的要因

(7)試算価格の調整
   ・検証及び鑑定
   評価額の決定の
   理由

公示価格

244,000 円／㎡

②時 点 ③標準化 ④地域要 ⑤個別的

年間 半年間+1.4％ ％

111.2 ］

101.2［ ］ 100［ ］

103.0［ ］100

100

100

100

　修 正

別記様式第６ 鑑定評価書（平成 28 平成 28年 7月 6日　提出

宅地-1

西宮市堤町４３番５

0.0方位

　補正

ほぼ長方形

指
定
基
準
地

か
ら
の
検
討

217,000

⑥対象基準地
  の比準価格

(円／㎡)

① 指定基準地番号

西宮（県） -

地
域
要
因

街路

交通

環境

行政

その他

+5.0

+7.0

+21.0

+2.0

0.0

標
準
化
補
正

街路

交通

環境

画地

行政

その他

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

⑦
内
訳

(9)

　要因の

　比較

　因の比

　較

前年指定基準地の価格

293,000 円／㎡

②時 点 ③標準化 ④地域要 ⑤個別的

138.7 ］

102.7［ ］ 100［ ］

100［ ］100

100

100

100

　修 正 　補正

対
象
基
準
地
の
前

年
標
準
価
格
等
か

(10)

倍

[平成 28年 1月]

平成 28年 6月 27日 正常価格

平成 28年 7月 4日平成 28年 7月 1日

34,300,000鑑定評価額

(1)価格時点

(2)実地調査日

円 216,000 円／㎡１㎡当たりの価格

(4)鑑定評価日

(5)価格の種類
路線価又は倍率

170,000 円／㎡

１　基本的事項

(6)
路
線
価

倍率種別

(6)市場の特性 同一需給圏は、西宮市内の阪急今津線及び神戸本線、ＪＲ東海道本線等の沿線にある住宅地域である。需要者は、市内居住
者を中心に、周辺市からの転入者等も考えられる。北部郊外等の一部地域を除き、西宮市内の住宅地は良好な住環境から人
気が高く、総じて底堅い需要がある。最寄駅への接近性がやや劣る住宅地については、土地のみで３，０００万円台前半、
新築建売住宅で４，０００万円台程度が需要の中心となっている。

継続
①-1対象基準地の検討

①-2基準地が共通地点（代表標準地等と同一地
点）である場合の検討

西宮（県） 18－

開発法 開発法による価格 ／   円／㎡

西宮（県） －

基準地番号 提出先

18 兵庫県

所属分科会名

兵庫県第２分科会

業者名

印不動産鑑定士氏名

御影不動産鑑定

米虫 淳子



低層住宅地

中規模一般住宅、中
低層共同住宅が混在
する住宅地域

②標準的使用ｍ東 ｍ、西 ｍ、南 ｍ、北45 35 35 20 低層住宅地

-

１住居(60,200)

景況の先行きは不透明であるが、西宮市への選好性は高く、北部
郊外を除いて、不動産市場は総じて強含みである。

利便性の高い阪急西宮北口駅が最寄駅であり、需要は強含みであ
る。

個別的要因の変動はない。

比準価格については、阪急西宮北口駅を最寄駅とする住宅地域内の信頼性の高い取引事例を収集しえた。一方、収益価格に
ついては賃貸物件もみられる地域であるが土地価格に見合う賃料水準にはなく、比準価格に比し規範性は劣る。従って、比
準価格を重視し、収益価格を比較考量し、代表標準地との均衡にも留意の上、鑑定評価額を上記のとおり決定した。

［

［

住宅
ＬＳ２

中規模一般住宅のほかマンション等が見られる住宅地域で、現状のまま推移するものと予測する。西宮北口駅への利便性を
反映して、地価水準は強含みである。

③標準的画地の形状等

⑤周辺の土地の利用の
状況

④敷地の利用の現況

[地域要因]

[個別的要因]

[一般的要因]

価
格
形
成
要
因
の

変
動
状
況

ら
の
検
討

②変動率

前年標準価格 287,000円／㎡

公示価格 円／㎡

標準地番号 -

新規

代表標準地 標準地

公
示
価
格
を

規
準
と
し
た

価
格

295,000

⑥対象基準地
  の規準価格

(円／㎡)

①

標準地番号

西宮 19

代表標準地 標準地 地
域
要
因

街路

交通

環境

行政

その他

+2.0

-3.0

+6.0

0.0

0.0

標
準
化
補
正

街路

交通

環境

画地

行政

その他

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

⑦
内
訳

阪急西宮北口駅
東方 500m

阪急西宮北口
500m

(8)

南6m市道

１住居
(60,200)

（その他）　　　　

特にない 基準方位北、
６ｍ市道

　要因の

　比較

　因の比

　較

水道　
ガス　
下水

③

間口　約

法令

規制

年地価調査）

(3)最有効使用の判定

(2)

⑦供給

(3)鑑定評価の条件 更地としての鑑定評価

２　鑑定評価額の決定の理由の要旨

(1)

基
準
地

①所在及び地番並びに

　「住居表示」等

③形状

「田代町１１－２３」

②地積

（㎡）

252

( )

⑨法令上の規制等

1:1.5

⑥接面道路の状況

処理施

設状況

⑧主要な交通施設との

　接近の状況

近
隣
地
域

①範囲

④地域的特性

⑤地域要因の
　将来予測

12.5  ｍ、　奥行　約 20.0 ｍ、　規模 250  ㎡程度、　形状

特記

事項

街

路

交通

施設

(5)鑑定評価の手法
   の適用

取引事例比較法

収益還元法

原価法

比準価格

収益価格

積算価格

296,000 円／㎡

209,000 円／㎡

／   円／㎡

(4)対象基準地の

個別的要因

(7)試算価格の調整
   ・検証及び鑑定
   評価額の決定の
   理由

公示価格

297,000 円／㎡

②時 点 ③標準化 ④地域要 ⑤個別的

年間 半年間+3.1％ ％

104.9 ］

101.3［ ］ 103.0［ ］

100［ ］100

100

100

100

　修 正

鑑定評価書（平成 28
宅地-1

西宮市田代町１２２番２

+3.0方位

　補正

長方形

指
定
基
準
地

か
ら
の
検
討

⑥対象基準地
  の比準価格

(円／㎡)

① 指定基準地番号

-

地
域
要
因

街路

交通

環境

行政

その他

標
準
化
補
正

街路

交通

環境

画地

行政

その他

⑦
内
訳

(9)

　要因の

　比較

　因の比

　較

前年指定基準地の価格

円／㎡

②時 点 ③標準化 ④地域要 ⑤個別的

］

［ ］ ［ ］

［ ］100

100

100

100

　修 正 　補正

対
象
基
準
地
の
前

年
標
準
価
格
等
か

(10)

倍

[平成 28年 1月]

正常価格

平成 28年 7月 1日

74,600,000鑑定評価額

(1)価格時点

(2)実地調査日

円 296,000 円／㎡１㎡当たりの価格

(4)鑑定評価日

(5)価格の種類
路線価又は倍率

230,000 円／㎡

１　基本的事項

(6)
路
線
価

倍率種別

(6)市場の特性 同一需給圏は阪急神戸線、同今津線及びＪＲ東海道本線沿線で、概ね西宮市の圏域である。需要者の中心は、西宮市のほか
阪神間の居住者が大半を占め、分譲可能な規模では分譲業者の需要もある。市内でも選好性の高い西宮北口駅が最寄駅であ
るため需要は底堅い。対象地と同程度の土地は７，５００万円程度、新築建売住宅は４，５００～５，５００万円程度が需
要の中心である。

継続
①-1対象基準地の検討

①-2基準地が共通地点（代表標準地等と同一地
点）である場合の検討

西宮（県） 19－

開発法 開発法による価格 ／   円／㎡

西宮（県） －

基準地番号 提出先

19 兵庫県

所属分科会名

兵庫第２分科会

業者名

印不動産鑑定士氏名

野村事務所

野村国世



標準的使用と同じ

中小規模一般住宅の
多い住宅地域

②標準的使用ｍ東 ｍ、西 ｍ、南 ｍ、北0 20 30 30 戸建住宅地

-

対象基準地と同じ

ＥＵを中心に海外経済の不確実性は高まっているが、西宮市南部
は住宅地の選好性が強く、地価はやや上昇している。

特筆すべき要因変化はない。

特にない。

周辺には戸建住宅のほか賃貸マンション等の収益物件も混在しているが、自用目的での取引が中心であり、土地価格水準に
見合う賃料水準も形成されていない。従って、市場性を反映し、規範性の高い比準価格を標準とし、収益価格は参考程度に
留め、対象基準地の前年標準価格等からの検討を踏まえ、鑑定評価額を上記の通り決定した。

［

［

住宅
Ｗ２

当該地域は、中小規模一般住宅の多い住宅地域であり、今後とも現況のまま推移するものと判断する。地価水準は、取引実
態や地元精通者の意見等から鑑みて、上昇傾向にあるものと予測する。

③標準的画地の形状等

⑤周辺の土地の利用の
状況

④敷地の利用の現況

[地域要因]

[個別的要因]

[一般的要因]

価
格
形
成
要
因
の

変
動
状
況

ら
の
検
討

②変動率

前年標準価格 373,000 円／㎡

公示価格 378,000 円／㎡

標準地番号 西宮 31-

新規

代表標準地 標準地

公
示
価
格
を

規
準
と
し
た

価
格

⑥対象基準地
  の規準価格

(円／㎡)

①

標準地番号

代表標準地 標準地 地
域
要
因

街路

交通

環境

行政

その他

標
準
化
補
正

街路

交通

環境

画地

行政

その他

⑦
内
訳

阪急夙川駅
南西 350m

阪急夙川
350m

(8)

東6.1m市道､
背面道

１中専
(60,200)

（その他）　　　　

特記すべき事項はない。 基準方位　東　６
．１ｍ市道

　要因の

　比較

　因の比

　較

水道　
ガス　
下水

③

間口　約

法令

規制

年地価調査）

(3)最有効使用の判定

(2)

⑦供給

(3)鑑定評価の条件 更地としての鑑定評価

２　鑑定評価額の決定の理由の要旨

(1)

基
準
地

①所在及び地番並びに

　「住居表示」等

③形状

「羽衣町１－１５」

②地積

（㎡）

175

( )

⑨法令上の規制等

台形
1:1.2

⑥接面道路の状況

処理施

設状況

⑧主要な交通施設との

　接近の状況

近
隣
地
域

①範囲

④地域的特性

⑤地域要因の
　将来予測

10.0  ｍ、　奥行　約 20.0 ｍ、　規模 200  ㎡程度、　形状

特記

事項

街

路

交通

施設

(5)鑑定評価の手法
   の適用

取引事例比較法

収益還元法

原価法

比準価格

収益価格

積算価格

384,000 円／㎡

247,000 円／㎡

／   円／㎡

(4)対象基準地の

個別的要因

(7)試算価格の調整
   ・検証及び鑑定
   評価額の決定の
   理由

公示価格

円／㎡

②時 点 ③標準化 ④地域要 ⑤個別的

年間 半年間+2.9 +1.6％ ％

］

［ ］ ［ ］

［ ］100

100

100

100

　修 正

別記様式第６ 鑑定評価書（平成 28 平成 28年 7月 6日　提出

宅地-1

西宮市羽衣町１０３番６外

+1.0

+1.0

0.0

方位

二方路

台形

　補正

台形

指
定
基
準
地

か
ら
の
検
討

⑥対象基準地
  の比準価格

(円／㎡)

① 指定基準地番号

-

地
域
要
因

街路

交通

環境

行政

その他

標
準
化
補
正

街路

交通

環境

画地

行政

その他

⑦
内
訳

(9)

　要因の

　比較

　因の比

　較

前年指定基準地の価格

円／㎡

②時 点 ③標準化 ④地域要 ⑤個別的

］

［ ］ ［ ］

［ ］100

100

100

100

　修 正 　補正

対
象
基
準
地
の
前

年
標
準
価
格
等
か

(10)

倍

[平成 28年 1月]

平成 28年 6月 30日 正常価格

平成 28年 7月 2日平成 28年 7月 1日

67,200,000鑑定評価額

(1)価格時点

(2)実地調査日

円 384,000 円／㎡１㎡当たりの価格

(4)鑑定評価日

(5)価格の種類
路線価又は倍率

295,000 円／㎡

１　基本的事項

(6)
路
線
価

倍率種別

(6)市場の特性 同一需給圏は阪急神戸線、甲陽線沿線の中品等以上の住宅地のうち概ね西宮市、芦屋市を中心とする圏域である。需要者の
中心は主に阪神間の上中流階層である。当圏域は従来より人気が高く供給は寡少な地域のため、地価が値下がりしにくい状
況が形成されており、地価は上昇傾向にある。市場の中心価格帯は、土地は４０００～６０００万円台、戸建住宅は中古、
新築共４５００～６５００万円台が中心であるが、一部に１億円近い高額物件も見受けられる。

継続
①-1対象基準地の検討

①-2基準地が共通地点（代表標準地等と同一地
点）である場合の検討

西宮（県） 20－

開発法 開発法による価格 ／   円／㎡

西宮（県） －

基準地番号 提出先

20 兵庫県

所属分科会名

兵庫第２分科会

業者名

印不動産鑑定士氏名

株式会社小林エステイト

長谷川大輔



中層共同住宅地

中小規模一般住宅、
共同住宅が混在する
住宅地域

②標準的使用ｍ東 ｍ、西 ｍ、南 ｍ、北50 50 40 40 中層共同住宅地

-

１中専(60,200)

西宮市内の人口は微増傾向にある。土地取引件数は、やや減速傾
向にあり、市内中心部と郊外で二極化が進んでいる。

地域要因に特別な変動は認められない。マンション用地としての
需要は高く、地価は上昇傾向にある。

個別的要因に変動はない。

対象不動産周辺における面大地は、マンション用地として取引されることが中心である。比準価格は、不動産の市場性に着
目した実証的な価格である。開発法による価格は、マンションデベロッパーの投資採算性に着目して求めた価格であり、本
件のような面大地では説得力を有するものの、想定要素が多いことは否めない。したがって、比準価格を標準とし、開発法
による価格を比較考量し、公示価格等との均衡にも留意の上、鑑定評価額を上記のとおり決定した。

［

［

共同住宅
ＲＣ６

共同住宅を中心に戸建住宅も建ち並ぶ居住環境良好な住宅地域で、当面は現状のまま推移していくものと予測する。マンシ
ョン用地の需要は根強く、地価水準は、上昇傾向で推移していくものと予測する。

③標準的画地の形状等

⑤周辺の土地の利用の
状況

④敷地の利用の現況

[地域要因]

[個別的要因]

[一般的要因]

価
格
形
成
要
因
の

変
動
状
況

ら
の
検
討

②変動率

前年標準価格 345,000円／㎡

公示価格 350,000円／㎡

標準地番号 西宮 45-

新規

代表標準地 標準地

公
示
価
格
を

規
準
と
し
た

価
格

356,000

⑥対象基準地
  の規準価格

(円／㎡)

①

標準地番号

西宮 45

代表標準地 標準地 地
域
要
因

街路

交通

環境

行政

その他

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

標
準
化
補
正

街路

交通

環境

画地

行政

その他

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

⑦
内
訳

ＪＲ甲子園口駅
北西 400m

ＪＲ甲子園口
400m

(8)

南6m市道

１中専
(60,200)

（その他）　　　　

特にない ６ｍ市道

　要因の

　比較

　因の比

　較

水道　
ガス　
下水

③

間口　約

法令

規制

年地価調査）

(3)最有効使用の判定

(2)

⑦供給

(3)鑑定評価の条件 更地としての鑑定評価

２　鑑定評価額の決定の理由の要旨

(1)

基
準
地

①所在及び地番並びに

　「住居表示」等

③形状

「二見町１３－３１」

②地積

（㎡）

1,028

( )

⑨法令上の規制等

1:2

⑥接面道路の状況

処理施

設状況

⑧主要な交通施設との

　接近の状況

近
隣
地
域

①範囲

④地域的特性

⑤地域要因の
　将来予測

25.0  ｍ、　奥行　約 40.0 ｍ、　規模 1,000  ㎡程度、　形状

特記

事項

街

路

交通

施設

(5)鑑定評価の手法
   の適用

取引事例比較法

収益還元法

原価法

比準価格

収益価格

積算価格

364,000 円／㎡

／   円／㎡

／   円／㎡

(4)対象基準地の

個別的要因

(7)試算価格の調整
   ・検証及び鑑定
   評価額の決定の
   理由

公示価格

350,000 円／㎡

②時 点 ③標準化 ④地域要 ⑤個別的

年間 半年間+3.2 +1.7％ ％

100 ］

101.7［ ］ 100［ ］

100［ ］100

100

100

100

　修 正

別記様式第６ 鑑定評価書（平成 28 平成 28年 7月 6日　提出

宅地-1

西宮市二見町７番１

ない

　補正

長方形

指
定
基
準
地

か
ら
の
検
討

⑥対象基準地
  の比準価格

(円／㎡)

① 指定基準地番号

-

地
域
要
因

街路

交通

環境

行政

その他

標
準
化
補
正

街路

交通

環境

画地

行政

その他

⑦
内
訳

(9)

　要因の

　比較

　因の比

　較

前年指定基準地の価格

円／㎡

②時 点 ③標準化 ④地域要 ⑤個別的

］

［ ］ ［ ］

［ ］100

100

100

100

　修 正 　補正

対
象
基
準
地
の
前

年
標
準
価
格
等
か

(10)

倍

[平成 28年 1月]

平成 28年 6月 30日 正常価格

平成 28年 7月 4日平成 28年 7月 1日

366,000,000鑑定評価額

(1)価格時点

(2)実地調査日

円 356,000 円／㎡１㎡当たりの価格

(4)鑑定評価日

(5)価格の種類
路線価又は倍率

280,000 円／㎡

１　基本的事項

(6)
路
線
価

倍率種別

(6)市場の特性 同一需給圏は、阪神間で最寄り駅まで徒歩圏内の住宅地域全般と判定した。需要者の中心は、中堅若しくは大手のマンショ
ンデベロッパーと考えられる。開発業者の用地取得意欲は強く、当該地域のように人気が高くて駅に近く、住環境良好なマ
ンション用地は、絶対的な供給が少ない。市場の中心価格帯は、画地規模により総額にばらつきがあるが、ある程度規模の
まとまった土地は希少性が高く、場合によっては高値取引にもなるため、把握することは困難である。

継続
①-1対象基準地の検討

①-2基準地が共通地点（代表標準地等と同一地
点）である場合の検討

西宮（県） 21－

開発法 開発法による価格 319,000 円／㎡

西宮（県） －

基準地番号 提出先

21 兵庫県

所属分科会名

兵庫第２分科会

業者名

印不動産鑑定士氏名

関西みなと鑑定株式会社

小塩　敦



戸建住宅地

小規模一般住宅に共
同住宅が介在する住
宅地域

②標準的使用ｍ東 ｍ、西 ｍ、南 ｍ、北50 40 30 40 戸建住宅地

-

１住居(60,200)

西宮南部は北部に比べて、人気はやや落ちるが、住宅需要は堅調
である。

臨港線沿いに大型商業施設等が出現し、利便性が向上している。

個別的要因に変動はない。

マンション等の賃貸物件が見られるが、画地規模の制約より収益物件を想定することが困難であることから収益価格の試算
を断念した。当該地域においては自用目的の取引が一般的であり、市場における実際の取引に着目して求めた比準価格は実
証的であり精度が高いものと認められる。よって、本件においては比準価格に基づき、さらに本年公示価格との検討を行っ
て、鑑定評価額を上記のとおり決定した。

［

［

住宅
Ｗ２

戸建住宅、武庫川女子大学の学生寮、事業所、アパート、駐車場等が混在する地域。駐車場や農地は徐々に宅地化され、西
側小曽根線方面では、住宅の高層化・密集化が進み、地価は横ばいから強含みで推移している。

③標準的画地の形状等

⑤周辺の土地の利用の
状況

④敷地の利用の現況

[地域要因]

[個別的要因]

[一般的要因]

価
格
形
成
要
因
の

変
動
状
況

ら
の
検
討

②変動率

前年標準価格 217,000円／㎡

公示価格 218,000円／㎡

標準地番号 西宮 85-

新規

代表標準地 標準地

公
示
価
格
を

規
準
と
し
た

価
格

218,000

⑥対象基準地
  の規準価格

(円／㎡)

①

標準地番号

西宮 85

代表標準地 標準地 地
域
要
因

街路

交通

環境

行政

その他

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

標
準
化
補
正

街路

交通

環境

画地

行政

その他

0.0

0.0

0.0

+1.0

0.0

0.0

⑦
内
訳

阪神東鳴尾駅
西 200m

阪神東鳴尾
200m

(8)

南西8m市道

１住居
(60,200)

（その他）　　　　

特にない。 基準方位　北　８
ｍ市道

　要因の

　比較

　因の比

　較

水道　
ガス　
下水

③

間口　約

法令

規制

年地価調査）

(3)最有効使用の判定

(2)

⑦供給

(3)鑑定評価の条件 更地としての鑑定評価

２　鑑定評価額の決定の理由の要旨

(1)

基
準
地

①所在及び地番並びに

　「住居表示」等

③形状

「東鳴尾町１－８－２１」

②地積

（㎡）

64

( )

⑨法令上の規制等

1:2

⑥接面道路の状況

処理施

設状況

⑧主要な交通施設との

　接近の状況

近
隣
地
域

①範囲

④地域的特性

⑤地域要因の
　将来予測

6.0  ｍ、　奥行　約 11.0 ｍ、　規模 70  ㎡程度、　形状

特記

事項

街

路

交通

施設

(5)鑑定評価の手法
   の適用

取引事例比較法

収益還元法

原価法

比準価格

収益価格

積算価格

218,000 円／㎡

／   円／㎡

／   円／㎡

(4)対象基準地の

個別的要因

(7)試算価格の調整
   ・検証及び鑑定
   評価額の決定の
   理由

公示価格

218,000 円／㎡

②時 点 ③標準化 ④地域要 ⑤個別的

年間 半年間+0.5 0％ ％

100 ］

100［ ］ 101.0［ ］

101.0［ ］100

100

100

100

　修 正

別記様式第６ 鑑定評価書（平成 28 平成 28年 7月 6日　提出

宅地-1

西宮市東鳴尾町１丁目７８番７

+1.0方位

　補正

ほぼ長方形

指
定
基
準
地

か
ら
の
検
討

⑥対象基準地
  の比準価格

(円／㎡)

① 指定基準地番号

-

地
域
要
因

街路

交通

環境

行政

その他

標
準
化
補
正

街路

交通

環境

画地

行政

その他

⑦
内
訳

(9)

　要因の

　比較

　因の比

　較

前年指定基準地の価格

円／㎡

②時 点 ③標準化 ④地域要 ⑤個別的

］

［ ］ ［ ］

［ ］100

100

100

100

　修 正 　補正

対
象
基
準
地
の
前

年
標
準
価
格
等
か

(10)

倍

[平成 28年 1月]

平成 28年 6月 27日 正常価格

平成 28年 7月 4日平成 28年 7月 1日

14,000,000鑑定評価額

(1)価格時点

(2)実地調査日

円 218,000 円／㎡１㎡当たりの価格

(4)鑑定評価日

(5)価格の種類
路線価又は倍率

175,000 円／㎡

１　基本的事項

(6)
路
線
価

倍率種別

(6)市場の特性 同一需給圏は概ね西宮市内の阪神本線・阪神武庫川線沿線の住宅地域である。需要者の中心は主に阪神間居住者であり、他
市からの転入も若干見受けられる。近隣地域は国道４３号線以北の住宅地域に比べ、やや住環境は劣るものの、最寄駅への
接近性に優れ、景気回復期待を反映し需要は堅調に推移している。土地は１，５００～２，０００万円程度、新築建売住宅
では３，５００～４，０００万円程度が需要の中心である。

継続
①-1対象基準地の検討

①-2基準地が共通地点（代表標準地等と同一地
点）である場合の検討

西宮（県） 22－

開発法 開発法による価格 ／   円／㎡

西宮（県） －

基準地番号 提出先

22 兵庫県

所属分科会名

兵庫第２分科会

業者名

印不動産鑑定士氏名

有限会社システム鑑定

長宗　巧



標準的使用と同じ

中規模一般住宅が多
い山手の閑静な住宅
地域

②標準的使用ｍ東 ｍ、西 ｍ、南 ｍ、北70 50 0 30 戸建住宅地

-

対象基準地と同じ

国内景気は回復基調にあり西宮市の地価も二極化は見られるも概
ね回復・上昇傾向にあって、特に優良住宅地でかかる傾向が顕著
である。

街路条件・環境条件等の変動は特に見受けられず，特筆すべき地
域要因の変動はない。

標準的な画地であり、特筆すべき個別的要因の変動は特に見受け
られない。

　戸建用に開発された住宅団地内にある画地のため共同住宅の想定は困難であり、収益価格は試算しない。居住の快適性を
重視する住宅地域であることから、自用使用目的で取引され、取引価格の水準を指標に価格が決定されることが一般的と認
められる。ゆえに、比準価格を採用し、単価と総額との関連をも考慮の上、鑑定評価額を上記のとおり決定した。尚、地価
公示・代表標準地とは均衡を得ていると判断した。

［

［

住宅
Ｗ３

当該地域は中規模以上の一般住宅が建ち並ぶ閑静な住宅地域で、当分の間は現状維持と予測される。地価は景気回復傾向に
より強含みで推移するものと予測する。

③標準的画地の形状等

⑤周辺の土地の利用の
状況

④敷地の利用の現況

[地域要因]

[個別的要因]

[一般的要因]

価
格
形
成
要
因
の

変
動
状
況

ら
の
検
討

②変動率

前年標準価格 207,000円／㎡

公示価格 208,000円／㎡

標準地番号 西宮 72-

新規

代表標準地 標準地

公
示
価
格
を

規
準
と
し
た

価
格

208,000

⑥対象基準地
  の規準価格

(円／㎡)

①

標準地番号

西宮 72

代表標準地 標準地 地
域
要
因

街路

交通

環境

行政

その他

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

標
準
化
補
正

街路

交通

環境

画地

行政

その他

0.0

0.0

0.0

+3.0

0.0

0.0

⑦
内
訳

阪急甲陽園駅
北東 1km

阪急甲陽園
1km

(8)

南6.5m市道

１低専
(40,100)

（その他）　　　　
風致地区

特にない 基準方位　北　　
６．５ｍ市道

　要因の

　比較

　因の比

　較

水道　
ガス　
下水

③

間口　約

法令

規制

年地価調査）

(3)最有効使用の判定

(2)

⑦供給

(3)鑑定評価の条件 更地としての鑑定評価

２　鑑定評価額の決定の理由の要旨

(1)

基
準
地

①所在及び地番並びに

　「住居表示」等

③形状

「甲陽園東山町３－３」

②地積

（㎡）

323

( )

⑨法令上の規制等

1:1

⑥接面道路の状況

処理施

設状況

⑧主要な交通施設との

　接近の状況

近
隣
地
域

①範囲

④地域的特性

⑤地域要因の
　将来予測

18.0  ｍ、　奥行　約 18.0 ｍ、　規模 320  ㎡程度、　形状

特記

事項

街

路

交通

施設

(5)鑑定評価の手法
   の適用

取引事例比較法

収益還元法

原価法

比準価格

収益価格

積算価格

208,000 円／㎡

／   円／㎡

／   円／㎡

(4)対象基準地の

個別的要因

(7)試算価格の調整
   ・検証及び鑑定
   評価額の決定の
   理由

公示価格

208,000 円／㎡

②時 点 ③標準化 ④地域要 ⑤個別的

年間 半年間+0.5 0％ ％

100 ］

100［ ］ 103.0［ ］

103.0［ ］100

100

100

100

　修 正

別記様式第６ 鑑定評価書（平成 28 平成 28年 7月 6日　提出

宅地-1

西宮市甲陽園東山町２２番６４

+3.0方位

　補正

ほぼ正方形

指
定
基
準
地

か
ら
の
検
討

⑥対象基準地
  の比準価格

(円／㎡)

① 指定基準地番号

-

地
域
要
因

街路

交通

環境

行政

その他

標
準
化
補
正

街路

交通

環境

画地

行政

その他

⑦
内
訳

(9)

　要因の

　比較

　因の比

　較

前年指定基準地の価格

円／㎡

②時 点 ③標準化 ④地域要 ⑤個別的

］

［ ］ ［ ］

［ ］100

100

100

100

　修 正 　補正

対
象
基
準
地
の
前

年
標
準
価
格
等
か

(10)

倍

[平成 28年 1月]

平成 28年 6月 30日 正常価格

平成 28年 7月 4日平成 28年 7月 1日

67,200,000鑑定評価額

(1)価格時点

(2)実地調査日

円 208,000 円／㎡１㎡当たりの価格

(4)鑑定評価日

(5)価格の種類
路線価又は倍率

165,000 円／㎡

１　基本的事項

(6)
路
線
価

倍率種別

(6)市場の特性 　同一需給圏は阪急神戸線及び阪急甲陽線の沿線で、需要者の中心は西宮市内及びその周辺居住者が大半を占める。交通接
近条件に恵まれていないが、山手の邸宅街であり、景気の持ち直しを反映して地価は強含みで推移している。
　当該同一需給圏は規模の大きな高級住宅地から中級住宅地が中心で、注文建築が主体であるため価格帯には幅があるが、
需要の中心は敷地面積１５０㎡程度の新築戸建で５，０００万円台である。

継続
①-1対象基準地の検討

①-2基準地が共通地点（代表標準地等と同一地
点）である場合の検討

西宮（県） 23－

開発法 開発法による価格 ／   円／㎡

西宮（県） －

基準地番号 提出先

23 兵庫県

所属分科会名

　兵庫第２

業者名

印不動産鑑定士氏名

桑名事務所

桑名玉樹



戸建住宅地

中規模一般住宅が多
い区画整然とした住
宅地域

②標準的使用ｍ東 ｍ、西 ｍ、南 ｍ、北60 40 80 60 戸建住宅地

-

１低専(50,100)
地区計画等

国際的懸念材料より景気の停滞傾向も見られるが西宮市市街地の
需要は根強い。一方、利便性の劣る郊外の住宅地域の需要は依然
弱い。

地域要因に特別な変動は認められない。近隣地域は郊外の中でも
良好な住宅地域であり、比較的人気あるも需要は弱く地価は下落
傾向。

個別的要因の変動は特に認められない。

近隣地域は戸建住宅が建ち並ぶ郊外の住宅地域であり、自用目的の取引が主体である。ここでは取引価格が需要者の意思決
定上、重視される。賃貸に供されるのは転勤等による特殊な場合のみで賃貸市場が成立しておらず、収益還元法は適用でき
なかった。よって、比準価格を標準とし、代表標準地との検討を踏まえた上で、鑑定評価額を上記のとおり決定した。

［

［

住宅
Ｗ２

戸建住宅が建ち並ぶ郊外の住宅地域としてほぼ成熟しており、今後も現状のまま推移するものと予測する。郊外の住宅地の
需要は依然弱く、地価は下落傾向で推移することが予測される。

③標準的画地の形状等

⑤周辺の土地の利用の
状況

④敷地の利用の現況

[地域要因]

[個別的要因]

[一般的要因]

価
格
形
成
要
因
の

変
動
状
況

ら
の
検
討

②変動率

前年標準価格 56,000 円／㎡

公示価格 55,000 円／㎡

標準地番号 西宮 76-

新規

代表標準地 標準地

公
示
価
格
を

規
準
と
し
た

価
格

54,300

⑥対象基準地
  の規準価格

(円／㎡)

①

標準地番号

西宮 76

代表標準地 標準地 地
域
要
因

街路

交通

環境

行政

その他

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

標
準
化
補
正

街路

交通

環境

画地

行政

その他

0.0

0.0

0.0

+3.0

0.0

0.0

⑦
内
訳

ＪＲ西宮名塩駅
南西 1.4km

ＪＲ西宮名塩
1.4km

(8)

南7m市道

１低専
(50,100)

（その他）　　　　
地区計画等

土砂災害警戒区域

土砂災害警戒区域 基準方位　北
７ｍ市道

　要因の

　比較

　因の比

　較

水道　
ガス　
下水

③

間口　約

法令

規制

年地価調査）

(3)最有効使用の判定

(2)

⑦供給

(3)鑑定評価の条件 更地としての鑑定評価

２　鑑定評価額の決定の理由の要旨

(1)

基
準
地

①所在及び地番並びに

　「住居表示」等

③形状

②地積

（㎡）

183

( )

⑨法令上の規制等

1:1

⑥接面道路の状況

処理施

設状況

⑧主要な交通施設との

　接近の状況

近
隣
地
域

①範囲

④地域的特性

⑤地域要因の
　将来予測

13.0  ｍ、　奥行　約 14.0 ｍ、　規模 180  ㎡程度、　形状

特記

事項

街

路

交通

施設

(5)鑑定評価の手法
   の適用

取引事例比較法

収益還元法

原価法

比準価格

収益価格

積算価格

54,000 円／㎡

／   円／㎡

／   円／㎡

(4)対象基準地の

個別的要因

(7)試算価格の調整
   ・検証及び鑑定
   評価額の決定の
   理由

公示価格

55,000 円／㎡

②時 点 ③標準化 ④地域要 ⑤個別的

年間 半年間-3.6 -1.8％ ％

100 ］

98.8［ ］ 103.0［ ］

103.0［ ］100

100

100

100

　修 正

別記様式第６ 鑑定評価書（平成 28 平成 28年 7月 6日　提出

宅地-1

西宮市名塩南台１丁目１２番４

+3.0方位

　補正

正方形

指
定
基
準
地

か
ら
の
検
討

⑥対象基準地
  の比準価格

(円／㎡)

① 指定基準地番号

-

地
域
要
因

街路

交通

環境

行政

その他

標
準
化
補
正

街路

交通

環境

画地

行政

その他

⑦
内
訳

(9)

　要因の

　比較

　因の比

　較

前年指定基準地の価格

円／㎡

②時 点 ③標準化 ④地域要 ⑤個別的

］

［ ］ ［ ］

［ ］100

100

100

100

　修 正 　補正

対
象
基
準
地
の
前

年
標
準
価
格
等
か

(10)

倍

[平成 28年 1月]

平成 28年 6月 27日 正常価格

平成 28年 7月 5日平成 28年 7月 1日

9,880,000鑑定評価額

(1)価格時点

(2)実地調査日

円 54,000 円／㎡１㎡当たりの価格

(4)鑑定評価日

(5)価格の種類
路線価又は倍率

円／㎡

1.1

１　基本的事項

(6)
路
線
価

倍率種別

(6)市場の特性 同一需給圏は西宮市北部郊外の住宅地域であり、類似性の高い地域はＪＲ西宮名塩駅周辺に広がる住宅地域である。需要者
は同一需給圏内に居住する一次取得者層が中心であるが、外部からの転入も認められる。都心回帰の動きから郊外の住宅地
域の地価は下落傾向が続き、近隣地域を含む郊外の住宅地需要は概ね弱い。価格水準は土地は１千万円程度、新築建売住宅
は３千万円程度が取引の中心となっている。

継続
①-1対象基準地の検討

①-2基準地が共通地点（代表標準地等と同一地
点）である場合の検討

西宮（県） 24－

開発法 開発法による価格 ／   円／㎡

西宮（県） －

基準地番号 提出先

24 兵庫県

所属分科会名

兵庫第二分科会

業者名

印不動産鑑定士氏名

齋藤不動産鑑定事務所

齋藤　誠



低層住宅地

中小規模の一般住宅
が建ち並ぶ住宅地域

11

②標準的使用ｍ東 ｍ、西 ｍ、南 ｍ、北40 5 20 17 低層住宅地

-

２中専(60,200)

国際的懸念材料より景気の停滞傾向も見られるが西宮市市街地の
需要は根強い。一方、利便性の劣る郊外の住宅地域の需要は依然
弱い。

市内でも有数の人気のある地域に比較的近接して位置するため需
要は堅調で、地価は底堅く推移している。

個別的要因の変動は特に認められない。

周辺には賃貸用共同住宅も見られるが、標準的な画地規模が小さいことなどから市場性のある共同住宅の想定が困難であり、
また経済合理的に戸建住宅の賃貸事業が成り立つ地域ではないため収益価格は試算しなかった。従って、標準地及び指定基
準地との検討を踏まえ、比準価格をもって鑑定評価額を上記の通り決定した。

［

［

住宅
Ｗ２

当該地域は一般住宅、共同住宅等が見られる住宅地域で、今後とも現状を維持するものと予測する。選好性の高いエリアの
周辺部にあって需要は堅調で、地価は底堅く推移していくものと予測する。

③標準的画地の形状等

⑤周辺の土地の利用の
状況

④敷地の利用の現況

[地域要因]

[個別的要因]

[一般的要因]

価
格
形
成
要
因
の

変
動
状
況

ら
の
検
討

②変動率

前年標準価格 230,000 円／㎡

公示価格 円／㎡

標準地番号 -

新規

代表標準地 標準地

公
示
価
格
を

規
準
と
し
た

価
格

234,000

⑥対象基準地
  の規準価格

(円／㎡)

①

標準地番号

西宮 26

代表標準地 標準地 地
域
要
因

街路

交通

環境

行政

その他

+1.0

+5.0

-1.0

0.0

0.0

標
準
化
補
正

街路

交通

環境

画地

行政

その他

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

⑦
内
訳

阪神武庫川駅
北 1.1km

阪神武庫川
1.1km

(8)

南5m市道

２中専
(60,200)

（その他）　　　　

特にない 基準方位北、　　
　５ｍ市道

　要因の

　比較

　因の比

　較

水道　
ガス　
下水

③

間口　約

法令

規制

年地価調査）

(3)最有効使用の判定

(2)

⑦供給

(3)鑑定評価の条件 更地としての鑑定評価

２　鑑定評価額の決定の理由の要旨

(1)

基
準
地

①所在及び地番並びに

　「住居表示」等

③形状

「小曽根町４－４－１６」

②地積

（㎡）

174

( )

⑨法令上の規制等

1:1.5

⑥接面道路の状況

処理施

設状況

⑧主要な交通施設との

　接近の状況

近
隣
地
域

①範囲

④地域的特性

⑤地域要因の
　将来予測

11.0  ｍ、　奥行　約 16.0 ｍ、　規模 180  ㎡程度、　形状

特記

事項

街

路

交通

施設

(5)鑑定評価の手法
   の適用

取引事例比較法

収益還元法

原価法

比準価格

収益価格

積算価格

235,000 円／㎡

／   円／㎡

／   円／㎡

(4)対象基準地の

個別的要因

(7)試算価格の調整
   ・検証及び鑑定
   評価額の決定の
   理由

公示価格

237,000 円／㎡

②時 点 ③標準化 ④地域要 ⑤個別的

年間 半年間+2.2 ％ ％

105.0 ］

100.6［ ］ 103.0［ ］

100［ ］100

100

100

100

　修 正

別記様式第６ 鑑定評価書（平成 28 平成 28年 7月 6日　提出

宅地-1

西宮市小曽根町４丁目６番内

+3.0方位

　補正

ほぼ長方形

指
定
基
準
地

か
ら
の
検
討

236,000

⑥対象基準地
  の比準価格

(円／㎡)

① 指定基準地番号

西宮（県） -

地
域
要
因

街路

交通

環境

行政

その他

+3.0

+2.0

+41.0

0.0

0.0

標
準
化
補
正

街路

交通

環境

画地

行政

その他

0.0

0.0

0.0

+1.0

0.0

0.0

⑦
内
訳

(9)

　要因の

　比較

　因の比

　較

前年指定基準地の価格

333,000 円／㎡

②時 点 ③標準化 ④地域要 ⑤個別的

148.1 ］

103.0［ ］ 103.0［ ］

101.0［ ］100

100

100

100

　修 正 　補正

対
象
基
準
地
の
前

年
標
準
価
格
等
か

(10)

倍

[平成 28年 1月]

平成 28年 6月 27日 正常価格

平成 28年 7月 5日平成 28年 7月 1日

40,900,000鑑定評価額

(1)価格時点

(2)実地調査日

円 235,000 円／㎡１㎡当たりの価格

(4)鑑定評価日

(5)価格の種類
路線価又は倍率

185,000 円／㎡

１　基本的事項

(6)
路
線
価

倍率種別

(6)市場の特性 同一需給圏はＪＲ東海道本線・阪神本線沿線で、概ね西宮市南部の住宅地域。需要者は西宮市及び隣接市居住者が中心とな
っている。最寄り駅から徒歩圏にあり、市内でも有数の人気のある地域に比較的近接する地域であるため需要は堅調である。
土地は１００㎡程度のもので２，５００万円前後、新築の戸建物件は４，５００万円前後が取引の中心となっている。

継続
①-1対象基準地の検討

①-2基準地が共通地点（代表標準地等と同一地
点）である場合の検討

西宮（県） 25－

開発法 開発法による価格 ／   円／㎡

西宮（県） －

基準地番号 提出先

25 兵庫県

所属分科会名

兵庫第二分科会

業者名

印不動産鑑定士氏名

齋藤不動産鑑定事務所

齋藤　誠


